
（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会　第1期取組の成果

１）ハード対策の主な取組

○県内で実施している主な取組

長崎県 ３２河川（県施工３０河川、市施工２河川、新規予定含む）、２ダム 長崎県
３１河川（県施工２９河川、市施工２河川）、２ダム
河川改修事業の新規着手　６河川（江迎川、大上戸川、瀬川、加志川、三根川、大川）
河川改修事業の完了　４河川（日野川、中山西川、牟田川、川棚川）

（長崎市）

中島川　護岸工（Ｈ２９完了予定）
鹿尾川　護岸工、掘削工、用地補償
江川　護岸工、橋梁工
江川川（事業主体：長崎市）　護岸工、用地補償
浦上ダム　本体設計、用地補償

（長崎市）

中島川
鹿尾川　護岸工
江　 川　護岸工
江川川（事業主体：長崎市）　護岸工
浦上ダム　貯水池掘削（仮設ヤード工）、水文調査

(佐世保市）

宮村川　橋梁工
日宇川　護岸工
日野川　護岸工、築堤工
早岐川　用地補償
江迎川　測量調査設計（新規予定）
相浦川　護岸工、掘削工

(佐世保市）

日宇川　護岸工
日野川　R5年度事業完了
早岐川　橋梁工、用地補償
相浦川　護岸工、堰設計
宮村川　橋梁工
江迎川　護岸工　Ｒ３年度新規事業化

（島原市） 湯江川　橋梁工 （島原市） 湯江川　護岸工

(諫早市）

中山西川　橋梁工、掘削工
有喜川　橋梁工、用地補償
江ノ浦川　築堤工、橋梁工、用地補償
仁反田川　橋梁工

(諫早市）

中山西川　R４年度事業完了
有喜川　　 橋梁工
江ノ浦川　 護岸工
仁反田川

（大村市）
郡川　橋梁工
よし川（事業主体：大村市）　橋梁工、掘削工、護岸工、堰

（大村市）
郡川　橋梁工、護岸工
大上戸川　測量設計　Ｒ５年度新規事業化
よし川（事業主体：大村市）　JR橋梁工、堰改修

（平戸市） ― （平戸市） ―

（松浦市） ― （松浦市） ―

（対馬市）

久根川　用地補償
瀬川　測量調査設計（新規予定）
加志川　掘削工、用地補償（Ｈ３０新規予定）
田川　橋梁工、掘削工、護岸工、用地補償
佐護川　橋梁工、用地補償

（対馬市）

久根川　橋梁工、護岸工
瀬 　川　測量、設計　Ｒ２年度新規事業化
加志川　橋梁工、用地補償　Ｈ３０年度新規事業化
田　 川　護岸工、用地補償
佐護川　河床掘削、護岸工
三根川　測量設計　　Ｒ４年度新規事業化

（壱岐市） ― （壱岐市） ―

（五島市）
牟田川　橋梁工、掘削工
後の川　護岸工、掘削工

（五島市）
牟田川　R４年度事業完了
後の川　護岸工

（西海市） 雪浦川　護岸工、用地補償 （西海市） 雪浦川　護岸工

（雲仙市） 山田川　堰、護岸工、橋梁工、掘削工 （雲仙市） 山田川　堰改修

（南島原市） 須川川　護岸工、用地補償 （南島原市） 須川川　護岸工

・県が管理している河川は２１１水系３７６河川、整備率５６％に留まっている。ダムにおいては３５ダム整備、２ダム事業中で
あり、現状では洪水により河川が氾濫するおそれがある。そのため、引き続きハード対策を実施していく必要がある。平成３
３年度までの５年間で実施する取り組みは以下のとおりである。（県、市町）（別添資料－１）

・県が管理している河川は２１１水系３７６河川、整備率約57％に留まっており、事業実施中。
・ダムにおいては３５ダムの整備、２ダムの新規建設事業中。
・ダムの事前放流を行うため、３９水系４７ダムにおいて「治水協定」を締結。
・現状では計画規模の洪水により氾濫するおそれがある。そのため、引き続きハード対策を実施していく必要がある。

資料４－２
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（長与町） 高田川　護岸工、橋梁工、用地補償 （長与町） 高田川　護岸工

（時津町） 時津川　護岸工、橋梁工、掘削工、用地補償 （時津町） 時津川　橋梁工、護岸工

（東彼杵町） ― （東彼杵町） ―

（川棚町）
川棚川　掘削工
石木ダム　付替道路工、本体工

（川棚町）
川棚川　R5年度事業完了
石木ダム　ダム本体掘削工、付替道路工

（波佐見町） ― （波佐見町） ―

（佐々町） 佐々川　築堤工 （佐々町） 佐々川　護岸工

（新上五島町） 釣道川　築堤工、護岸工、掘削工 （新上五島町）
釣道川　護岸工
大川　　用地補償　Ｒ４年度新規事業化

２）ソフト対策の主な取組
①円滑かつ迅速な避難のための取組

①－１　情報伝達、避難計画等に関する事項

①－１－ア　洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミングの確認

○主な取組内容

○県が情報提供している内容及びタイミング

長崎県

【水防警報河川・水位周知河川】１３河川（９市町）で指定済み。平成33年度までに１４河川（１３市町）を追加指
定予定。
【ホットライン】　水位が氾濫危険水位に達した時に河川管理者より水防管理者に河川の情報を伝達する。
【水位計】９８箇所設置：県設置９３箇所、国設置５箇所。
【雨量計】２０６箇所：県設置１８２箇所、国設置２４箇所。

長崎県

【水防警報河川・水位情報周知河川】令和３年度に２０市町全２９河川について水位情報周知河川への指定
完了。
【ホットライン】　水位が氾濫危険水位（警戒レベル４相当）に達した時に振興局より市に河川の情報を伝達す
る。
【水位計】９８箇所設置：県設置９４箇所、国設置４箇所。
【雨量計】１９８箇所：県設置１９３箇所、国５箇所。
【情報伝達訓練】毎年１回実施（R6.4.24実施）

（長崎市）

【水位周知河川】　中島川（左右岸：西山川合流点～海、１，７４０ｍ）
【対象量水標】　古町橋（長崎市麹屋町）
【通知水位】　避難判断水位：３．７ｍ、氾濫危険水位：４．３ｍ
（水位周知河川指定予定河川）　浦上川

（長崎市）

【水位周知河川】　中島川（左右岸：長崎市本河内1丁目～海、３，４５０ｍ）
【対象量水標】　古町橋（長崎市麹屋町）
【通知水位】　避難判断水位：３．７ｍ、氾濫危険水位：４．３ｍ

【水位周知河川】　浦上川（左岸：長崎市川平町～海、右岸：長崎市三ツ山町～海、９，２５７ｍ）
【対象量水標】　大橋（長崎市岡町）
【通知水位】　避難判断水位：３．８ｍ、氾濫危険水位：４．６ｍ

【水位周知河川】　八郎川（左右岸：長崎市船石町～海、６，４１５ｍ）
【対象量水標】　八郎橋（長崎市平間町）
【通知水位】　避難判断水位：２．２ｍ、氾濫危険水位：３．１ｍ

・県内９市１３河川の水防警報河川、水位周知河川の洪水時における情報提供の内容及びタイミングを確認。（市町、県）
・平成３３年度までに１３市１４河川について水位周知河川を追加指定し、県内２０市町２７河川に拡大する。（県）（別添資料
－２）
・水防警報河川、水位周知河川については、市町ごとに情報伝達系統図を作成・共有する。（市町、県）（別添資料－３）
・水害・土砂災害・暴風等、総合的に判断してホットラインを実施。（気象台）河川水位が氾濫危険水位に達した時にホットラ
インを実施。
・毎年４月に情報伝達系統図の更新。（市町、県）
・確実な情報伝達のための情報伝達訓練の検討。（市町、県）
・出水期前に本協議会や防災連絡会議を実施し情報を共有。（気象台、市町、県）

・令和3年度に20市町全29河川について水位情報周知河川への指定完了。（県）
・県内20市町、29河川の水防警報河川、水位情報周知河川（令和3年度追加指定河川含む）の洪水時における情報提供の
内容及びタイミングを確認。（市町、県）
・水防警報河川、水位情報周知河川については、市町ごとに情報伝達系統図を作成・共有する。（市町、県）
・水害・土砂災害・暴風等、総合的に判断してホットラインを実施。（気象台、県、市町）
・河川水位が氾濫危険水位に達した時にホットラインを実施。（県、市町）
・毎年４月に情報伝達系統図の更新。（市町、県）
・確実な情報伝達のための情報伝達訓練の実施及び検討。（市町、県）
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（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

（佐世保市）

【水位周知河川①（水防警報河川）】　相浦川（左右岸：小川内川合流点～海、６，８１０ｍ）
【対象量水標】　相浦橋（佐世保市相浦町）
【通知水位】　水防団待機水位：２．８ｍ、氾濫注意水位：３．１ｍ、避難判断水位：３．５ｍ、氾濫危険水位：４．
１ｍ
【水位周知河川②】　宮村川（左岸：佐世保市萩坂町～海、右岸：佐世保市城間町～海、３，１５１ｍ）
【対象量水標】　朝日橋（佐世保市城間町）
【通知水位】　避難判断水位：２．３ｍ、氾濫危険水位：２．９ｍ
【水位周知河川③】　早岐川（左右岸：佐世保市上原町～海、２，６９２ｍ）
【対象量水標】　花高バイパス橋（佐世保市早苗町）
【通知水位】　避難判断水位：１．７ｍ、氾濫危険水位：２．１ｍ
【水位周知河川④】　江迎川（左右岸、佐世保市江迎町猪調田川内頭～海、９，４５１ｍ）
【対象量水標】　高岩橋（佐世保市江迎町北平）
【通知水位】　避難判断水位：１．８ｍ、氾濫危険水位：３．０ｍ
（水位周知河川指定予定河川）　佐世保川、小森川

（佐世保市）

【水位周知河川（水防警報河川）】　相浦川（左右岸：小川内川合流点～海、６，８１０ｍ）
【対象量水標】　相浦橋（佐世保市相浦町）
【通知水位】　水防団待機水位：２．８ｍ、氾濫注意水位：３．１ｍ、避難判断水位：３．５ｍ、氾濫危険水位：４．
１ｍ

【水位周知河川】　宮村川（左岸：佐世保市萩坂町～海、右岸：佐世保市城間町～海、３，１５１ｍ）
【対象量水標】　朝日橋（佐世保市城間町）
【通知水位】　避難判断水位：２．３ｍ、氾濫危険水位：２．９ｍ

【水位周知河川】　早岐川（左右岸：佐世保市上原町～海、２，６９２ｍ）
【対象量水標】　花高バイパス橋（佐世保市早苗町）
【通知水位】　避難判断水位：１．７ｍ、氾濫危険水位：２．１ｍ

【水位周知河川】　江迎川（左右岸、佐世保市江迎町猪調田川内頭～海、９，４５１ｍ）
【対象量水標】　高岩橋（佐世保市江迎町北平）
【通知水位】　避難判断水位：１．８ｍ、氾濫危険水位：３．０ｍ

【水位周知河川】　小森川（左右岸：佐世保市横手町～海、９，８２２ｍ）
【対象量水標】　小森橋（佐世保市権常寺町）
【通知水位】　避難判断水位：３．２ｍ、氾濫危険水位：４．０ｍ

【水位周知河川】　佐世保川（左右岸、佐世保市桜木町～海、５，２２０m）
【対象量水標】　県北振興局
【通知水位】　避難判断水位：２．６ｍ、氾濫危険水位：３．２ｍ

（島原市） （水位周知河川指定予定河川）　大手川 （島原市）
【水位周知河川】　大手川（左岸：島原市上新丁１丁目～海、右岸：島原市上新丁２丁目～海、１，４４０ｍ）
【対象量水標】　大手川（島原市萩原一丁目）
【通知水位】　避難判断水位：２．４ｍ、氾濫危険水位：２．８ｍ

（諫早市）
【水位周知河川】　半造川（左右岸：諫早市栗面本村名～埋津橋合流点、１，０６８ｍ）
【対象量水標】　埋津（諫早市船越町）
【通知水位】　避難判断水位：３．６ｍ、氾濫危険水位：４．３ｍ

（諫早市）
【水位周知河川】　半造川（左右岸：諫早市栗面本村名～埋津橋下流端、１，０６８ｍ）
【対象量水標】　埋津（諫早市船越町）
【通知水位】　避難判断水位：３．６ｍ、氾濫危険水位：４．３ｍ

（大村市）

【水位周知河川①（水防警報河川）】　大上戸川（左右岸：大村市上諏訪町～海、３，１６０ｍ）
【対象量水標】　金丸橋（大村市西三城町）
【通知水位】　水防団待機水位：１．８ｍ、氾濫注意水位：２．１ｍ、避難判断水位：２．３ｍ、氾濫危険水位：３．
０ｍ
【水位周知河川②】　内田川（左岸：大村市玖島３丁目～海、右岸：大村市武部町～海、１，１５０ｍ）
【対象量水標】　内田川（大村市玖島３丁目）
【通知水位】　避難判断水位：１．９ｍ、氾濫危険水位：２．７ｍ
【水位周知河川③】　郡川（左右岸：大村市中岳町～海、９，４５０ｍ）
【対象量水標】　鬼橋（大村市鬼橋町）
【通知水位】　避難判断水位：３．４ｍ、氾濫危険水位：３．９ｍ

（大村市）

【水位周知河川（水防警報河川）】　大上戸川（左右岸：大村市上諏訪町～海、３，１６０ｍ）
【対象量水標】　金丸橋（大村市西三城町）
【通知水位】　水防団待機水位：１．８ｍ、氾濫注意水位：２．１ｍ、避難判断水位：２．３ｍ、氾濫危険水位：３．
０ｍ

【水位周知河川】　内田川（左岸：大村市玖島３丁目～海、右岸：大村市武部町～海、１，１５０ｍ）
【対象量水標】　内田川（大村市玖島３丁目）
【通知水位】　避難判断水位：１．９ｍ、氾濫危険水位：２．７ｍ

【水位周知河川】　郡川（左右岸：大村市中岳町～海、９，４５０ｍ）
【対象量水標】　鬼橋（大村市鬼橋町）
【通知水位】　避難判断水位：３．４ｍ、氾濫危険水位：３．９ｍ

（平戸市） （水位周知河川指定予定河川）　鏡川 （平戸市）
【水位周知河川】　鏡川（左岸：平戸市鏡川町～海、右岸：平戸市石川町～海、６６５ｍ）
【対象量水標】　法音寺橋（平戸市戸石町）
【通知水位】　避難判断水位：１．１ｍ、氾濫危険水位：１．２ｍ

（松浦市）

【水位周知河川（水防警報河川）】　志佐川（右岸：松浦市志佐町池成、左岸：松浦市志佐町高野～海、３，２５
０ｍ）　【対象量水標】　高野橋（松浦市志佐町）
【通知水位】　水防団待機水位：１．８ｍ、氾濫注意水位：２．１ｍ、避難判断水位：２．２ｍ、氾濫危険水位：２．
５ｍ

（松浦市）

【水位周知河川（水防警報河川）】　志佐川（右岸：松浦市志佐町池成、左岸：松浦市志佐町高野～海、３，２５
０ｍ）
【対象量水標】　高野橋（松浦市志佐町）
【通知水位】　水防団待機水位：１．８ｍ、氾濫注意水位：２．１ｍ、避難判断水位：２．２ｍ、氾濫危険水位：２．
５ｍ

（対馬市） （水位周知河川指定予定河川）　厳原本川 （対馬市）

【水位周知河川】　厳原本川（左右岸：対馬市厳原町宮谷馬場崎橋～海、１，７８０m）
【対象量水標】　厳原本川
【通知水位】　避難判断水位：０．９ｍ、氾濫危険水位：１．３ｍ

【水位周知河川】　佐護川（左右岸：対馬市上県町佐護東里～海、５，２００m）
【対象量水標】　佐護川（対馬市上県町）
【通知水位】　避難判断水位：３．６ｍ、氾濫危険水位：４．０ｍ

（壱岐市） （水位周知河川指定予定河川）　永田川 （壱岐市）
【水位周知河川】　永田川（左右岸：永田ダム直下～海、１，８００m）
【対象量水標】　永田川（壱岐市郷ノ浦町）
【通知水位】　避難判断水位：０．７ｍ、氾濫危険水位：０．８ｍ

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 3/31
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（五島市） （水位周知河川指定予定河川）　福江川 （五島市）
【水位周知河川】　福江川（左岸：五島市木場町～海、右岸；五島市大円寺町～海、２，３００m）
【対象量水標】　福江川（五島市三尾野）
【通知水位】　避難判断水位：３．３ｍ、氾濫危険水位：４．７ｍ

（西海市）

【水位周知河川】　雪浦川（左岸：西海市大瀬戸町雪浦幸物郷、右岸：西海市大瀬戸町瀬戸羽出川郷～海、
５，８４０ｍ）
【対象量水標】　奥浦（西海市大瀬戸町瀬戸羽出川郷）
【通知水位】　避難判断水位：４．４ｍ、氾濫危険水位：４．８ｍ

（西海市）

【水位周知河川】　雪浦川（左岸：西海市大瀬戸町雪浦幸物郷、右岸：西海市大瀬戸町瀬戸羽出川郷～海、
５，８４０ｍ）
【対象量水標】　奥浦（西海市大瀬戸町瀬戸羽出川郷）
【通知水位】　避難判断水位：４．４ｍ、氾濫危険水位：４．８ｍ

（雲仙市） （水位周知河川指定予定河川）　山田川 （雲仙市）
【水位周知河川】　山田川（左右岸：雲仙市吾妻町布江～海、２，２４５m）
【対象量水標】　山田川
【通知水位】　避難判断水位：２．２ｍ、氾濫危険水位：２．８ｍ

（南島原市） （水位周知河川指定予定河川）　有家川 （南島原市）

【水位周知河川】　有家川（左岸：南島原市有家町大字山川～海、右岸：南島原市西有家町大字里坊～海、
２，４００m）
【対象量水標】　有家川（南島原市有家町）
【通知水位】　避難判断水位：１．９ｍ、氾濫危険水位：２．５ｍ

（長与町） （水位周知河川指定予定河川）　長与川 （長与町）
【水位周知河川】　長与川（左右岸：西彼杵郡長与町本川内郷～海、７，７７０m）
【対象量水標】　長与駅前（長与町吉無田郷）
【通知水位】　避難判断水位：１．７ｍ、氾濫危険水位：２．２ｍ

（時津町） （水位周知河川指定予定河川）　時津川 （時津町）
【水位周知河川】　時津川（左右岸：西彼杵郡時津町元村郷～海、２，７４０m）
【対象量水標】　丸田橋（時津町元村郷）
【通知水位】　避難判断水位：１．５ｍ、氾濫危険水位：１．９ｍ

（東彼杵町） （水位周知河川指定予定河川）　彼杵川 （東彼杵町）
【水位周知河川】　彼杵川（左右岸：東彼杵郡東彼杵町坂本郷～海、5,600m）
【対象量水標】　彼杵大橋（東彼杵町蔵本郷）
【通知水位】　避難判断水位：２．３ｍ、氾濫危険水位：２．６ｍ

（川棚町）

【水位周知河川（水防警報河川）】　川棚川（左右岸：山口橋～海、１９，３５２ｍ）
【対象量水標】　山道橋（川棚町中組郷）
【通知水位】　水防団待機水位：１．６ｍ、氾濫注意水位：２．０ｍ、避難判断水位：３．８ｍ、氾濫危険水位：４．
５ｍ

（川棚町）

【水位周知河川（水防警報河川）】　川棚川（左右岸：山口橋～海、１９，３５２ｍ）
【対象量水標】　山道橋（川棚町中組郷）
【通知水位】　水防団待機水位：１．６ｍ、氾濫注意水位：２．０ｍ、避難判断水位：３．８ｍ、氾濫危険水位：４．
５ｍ

（波佐見町）
【水位周知河川】　川棚川（左右岸：山口橋～海、１９，３５２ｍ）
【対象量水標】　波佐見（波佐見町宿郷）
【通知水位】　避難判断水位：４．７ｍ、氾濫危険水位：５．４ｍ

（波佐見町）

【水位周知河川（水防警報河川）】　川棚川（左右岸：山口橋～海、１９，３５２ｍ）
【対象量水標】　波佐見（波佐見町宿郷）
【通知水位】　水防団待機水位：４．２ｍ、氾濫注意水位：４．６ｍ、避難判断水位：４．７ｍ、氾濫危険水位：５．
４ｍ

（佐々町）
【水位周知河川】佐々川（左右岸：高峰川合流点～海）
【対象量水標】　新佐々橋（佐々町本田原免）
【通知水位】　避難判断水位：４．８ｍ、氾濫危険水位：５．７ｍ

（佐々町）
【水位周知河川】佐々川（左右岸：高峰川合流点～海、８，２００ｍ）
【対象量水標】　新佐々橋（佐々町本田原免）
【通知水位】　避難判断水位：４．８ｍ、氾濫危険水位：５．７ｍ

（新上五島町） （水位周知河川指定予定河川）　釣道川 （新上五島町）
【水位周知河川】　釣道川（左右岸：南松浦郡新上五島町青方ダム直下～海、1,400m）
【対象量水標】　釣道川
【通知水位】　避難判断水位：１．４ｍ、氾濫危険水位：１．８ｍ

○関係機関が実施している取組

気象台 当初取組（案）では設定されていない。 気象台

【現状】
・平時は「気象台からのコメント（HP）」で天気予報の補完的な解説を実施し、数日前に顕著現象が予想される
場合は「防災メール」でお知らせ。
・顕著現象時や天気の急変が予想される場合は、「WEB気象解説」にて解説を実施。
・台風接近時や広範囲で警戒レベル4相当以上の被害が予想される場合等は、いつでも応答可能な「オンライ
ン常時接続」を実施。
・警戒レベル4相当情報以上が予想される場合は、気象台から防災担当者、市町長へ「ホットライン（能動的）」
を実施し、一層の危機感を伝えます。
・台風接近時、津波、特別警報発表時等に危機感を伝える「記者会見」を開催。

長崎市 当初取組（案）では設定されていない。 長崎市 【現状】 毎年４月に地域防災計画の更新と合わせて、伝達系統の見直し及び確認を実施。

佐世保市 当初取組（案）では設定されていない。 佐世保市
【主な（今後の）取組】　毎年の地域防災計画の更新に合わせ、情報伝達に関する表を確認し、見直しを実施。
佐世保市地域防災計画（１４４ページ、２２３ページ）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 4/31
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島原市 当初取組（案）では設定されていない。 島原市 【現状】 毎年、地域防災計画更新時に、市の組織体制や所掌事務の見直し及び確認を実施。

諫早市 当初取組（案）では設定されていない。 諫早市
【現状】水防管理に関する市内部での組織図を作成済み。
【課題】情報伝達系統図ではない。

大村市 当初取組（案）では設定されていない。 大村市
【現状】　都市整備部、産業振興部との連絡体制はとれている。
【主な（今後の）取組】　国県など他機関との情報伝達図を作成、共有する。

平戸市 当初取組（案）では設定されていない。 平戸市
【現状】　危機管理、建設、農林を含めた情報伝達系統図などは作成に至っていない。
【主な（今後の）取組】　国県など他機関との情報伝達図を作成、共有する。

松浦市 当初取組（案）では設定されていない。 松浦市
【現状】　市内部における連絡体制は調整済み。
【主な（今後の）取組】　国県など他機関との情報伝達体制の充実化、更新を図る。

対馬市 当初取組（案）では設定されていない。 対馬市
【現状】　危機管理（総務）、河川管理（管理課）、消防本部を含めた情報伝達系統図を作成済み。
【主な（今後の）取組】　市内部の情報伝達図は作成済み。

壱岐市 当初取組（案）では設定されていない。 壱岐市
【現状】　市内部の情報伝達系統図を作成済み。
【主な（今後の）取組】　国県など他機関との情報伝達図を作成、共有する。

五島市 当初取組（案）では設定されていない。 五島市
【現状】　市内部の情報伝達系統図を作成済み。
【主な（今後の）取組】　市内部の情報伝達系統図を作成している。

西海市 当初取組（案）では設定されていない。 西海市
【現状】　危機管理、建設、農林を含めた情報伝達系統図を未作成。
【主な（今後の）取組】　国県など他機関との情報伝達図を作成、共有する。

雲仙市 当初取組（案）では設定されていない。 雲仙市
【現状】　市内部の情報伝達系統図を作成済み。
【主な（今後の）取組】　市内部の情報伝達系統図を作成している。

南島原市 当初取組（案）では設定されていない。 南島原市
【現状】　市内部で防災担当、建設、農林を含め情報伝達系統図を作成済み。
【主な（今後の）取組】　国県など他機関との情報伝達図を作成、共有する。

長与町 当初取組（案）では設定されていない。 長与町 【現状】　町内部の情報伝達系統図を作成済み。

時津町 当初取組（案）では設定されていない。 時津町
【現状】　町内部で建設部、福祉部を含め情報伝達系統図を作成済み。
【主な（今後の）取組】　町内部の情報伝達系統図を作成している。

東彼杵町 当初取組（案）では設定されていない。 東彼杵町 【現状】　町内部の情報伝達一覧表を作成済み。

川棚町 当初取組（案）では設定されていない。 川棚町
【現状】　町内部でも情報伝達系統図が整理できていない。
【主な（今後の）取組】　町内部及び関係機関との情報伝達系統の詳細を早急に整理する必要がある。

波佐見町 当初取組（案）では設定されていない。 波佐見町 【現状】　町内及び国県等他機関との情報伝達系統図を作成済み。

佐々町 当初取組（案）では設定されていない。 佐々町 【現状】　町内部の情報伝達系統図を作成済み。

新上五島町 当初取組（案）では設定されていない。 新上五島町
【現状】　関係機関の情報伝達一覧表を作成済み。
【主な（今後の）取組】　国県など他機関との情報伝達図を作成、共有する。ホットラインの構築検討。

①－１－イ　避難勧告等の発令対象区域、発令判断基準等の確認

○主な取組内容

・市町が地域防災計画や避難勧告等の判断・伝達マニュアルに避難勧告発令基準、避難場所・避難経路、避難誘導体制に
ついて記載。（市町）
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成または更新するよう市町に指導（県）
・避難勧告発令等の発令判断基準等を踏まえて、想定最大規模降雨による浸水想定区域図作成後速やか（平成３３年度ま
で）に「水害対応タイムライン」を作成し情報共有する。（市町、県）
・出水期前に本協議会や防災連絡会議を実施し情報を共有。（気象台、市町、県）

・市町が地域防災計画や避難勧告等の判断・伝達マニュアルに避難指示発令基準、避難場所・避難経路、
避難誘導体制について記載。（市町）
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成または更新するよう市町に指導（県）
・避難情報発令等の発令判断基準等を踏まえて、想定最大規模降雨による浸水想定区域図作成後、速やか（令和3年度ま
で）に「水害対応タイムライン」を作成し情報共有する。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 5/31
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○関係機関が実施している取組

気象台
【現状】　本明川（国管理河川）タイムライン検討会に参画。
【主な（今後の）取組】　県管理河川タイムラインへの協力

気象台

【現状】
・①－１－ア、【現状】の取り組みと同じ
・本明川水系における風水害時のタイムラインによる事前防災行動を円滑に実施出来るよう協定を締結（本明
川流域タイムライン）。
・災害事例から表面雨量指数や流域雨量指数などの基準を定期的に見直すことで、危険度に応じた防災気象
情報発表を確実に行い、市町での避難指示判断の支援を行う。
【主な（今後の）取組】
・県管理河川タイムラインへの協力。
・防災気象情報の伝え方の検討や見直しを行い、自治体との振り返り、勉強会等を継続的に行う。

長崎県
【現状】　計画規模の降雨による浸水想定区域図を１３河川（９市町）で作成、情報提供済み。
【主な（今後の）取組】　想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図を平成３３年度までに２７河川（２０市町）
を作成し関係機関へ情報提供予定。

長崎県
【現状】　計画規模の降雨による浸水想定区域図を２９河川（２０市町）で作成、情報提供済み。
　　　　　想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図を３６８河川（２０市町）を公表済み。

長崎市
【避難勧告発令基準】　長崎市地域防災計画第3章第7節風水害 63ページに記載
【避難場所・避難経路等】　長崎市地域防災計画第2章第15節予防 43ページに記載
【避難誘導体制】　長崎市地域防災計画第3章第7節風水害 68ページに記載

長崎市
【避難指示等発令基準】　長崎市地域防災計画第3章第7節風水害　65ページに記載
【避難場所・避難経路等】　長崎市地域防災計画第2章第15節予防 43ページに記載
【避難誘導体制】　長崎市地域防災計画第3章第7節風水害　72ページに記載

佐世保市
【避難勧告発令基準】　佐世保市地域防災計画　132ページに記載
【避難場所・避難経路等】　佐世保市地域防災計画 134、140～150ページに記載
【避難誘導体制】　佐世保市地域防災計画 134ページに記載

佐世保市
【避難指示等発令基準】　佐世保市地域防災計画　1５４～１５５ページに記載
【避難場所・避難経路等】　佐世保市地域防災計画 1６２～1７９ページに記載
【避難誘導体制】　佐世保市地域防災計画 1５7ページに記載

島原市
【避難勧告発令基準】　島原市避難勧告等に関するマニュアル 84～96ページに記載
【避難場所・避難経路等】　島原市地域防災計画資料編　21～29ページに記載
【避難誘導体制】　島原市地域防災計画 第3編第3章第10節第３「避難誘導」 70～71ページに記載

島原市
【避難指示等発令基準】　島原市地域防災計画第3章風水害応急第10節76～78ページに記載
【避難場所・避難経路等】　島原市地域防災計画第3章風水害応急第20節145～146ページに記載
【避難誘導体制】　島原市地域防災計画 第3章風水害応急第10節80～81ページに記載

諫早市

【避難勧告発令基準】　諫早市地域防災計画第1編第3章第6節「避難計画」（平成29年度版 102～103ページ）
に記載
【避難場所・避難経路等】　諫早市地域防災計画第1編第3章第6節「避難計画」（平成29年度版 110～113ペー
ジ）及び資料編及び「地区別避難場所及び指導者一覧表」（同 421～435ページ）に記載
【避難誘導体制】　諫早市地域防災計画第1編第3章第6節「避難計画」（平成29年度版 106～107ページ）に記
載

諫早市

【避難指示等発令基準】　令和6年度版諫早市地域防災計画第1編第3章第6節「避難計画」110～111ページに
記載
【避難場所・避難経路等】　令和6年度版諫早市地域防災計画第1編第3章第6節「避難計画」 120～123ページ
及び資料編及び「地区別避難場所及び指導者一覧表」（472～486ページ）に記載
【避難誘導体制】　令和6年度版諫早市地域防災計画第1編第3章第6節「避難計画」（116ページ）に記載

大村市
【避難勧告発令基準】　大村市避難勧告等の判断・伝達マニュアル 4～5ページに記載
【避難場所・避難経路等】　大村市地域防災計画資料編 47～48ページに記載
【避難誘導体制】　大村市地域防災計画第3編災害応急対策計画編風水害 35～36ページに記載

大村市

【避難指示等発令基準】　避難指示等の判断・伝達マニュアル 5～7ページに記載
　　　　　　　　　　　　　　　 大村市地域防災計画第3編災害応急対策計画編風水害　38ページ
【避難場所・避難経路等】　大村市地域防災計画資料編 50～53ページに記載
【避難誘導体制】　大村市地域防災計画第3編災害応急対策計画編風水害 39ページに記載

平戸市
【避難勧告発令基準】　平戸市地域防災計画第2編第2章　296～298ページに記載
【避難場所・避難経路等】　平戸市地域防災計画第6編 1181～1188ページに記載
【避難誘導体制】　平戸市地域防災計画第2編第2章 300～302ページに記載

平戸市
【避難指示等発令基準】　平戸市地域防災計画第2編第2章　294～301ページに記載
【避難場所・避難経路等】　平戸市地域防災計画第6編 1181～1186ページに記載
【避難誘導体制】　平戸市地域防災計画第2編第2章 302～304ページに記載

松浦市
【避難勧告発令基準】　松浦市地域防災計画第1編基本計画第3章 51ページに記載
【避難場所・避難経路等】　松浦市地域防災計画第1編基本計画第3章 55、57～61ページに記載
【避難誘導体制】　松浦市地域防災計画第1編基本計画第3章 54ページに記載

松浦市
【避難指示等発令基準】　松浦市地域防災計画第1編基本計画第3章 52～56ページに記載
【避難場所・避難経路等】　松浦市地域防災計画第1編基本計画第3章 58～65ページに記載
【避難誘導体制】　松浦市地域防災計画第1編基本計画第3章 57～58ページに記載

対馬市
【避難勧告発令基準】　対馬市地域防災計画資料編　95ページ記載
【避難場所・避難経路等】　対馬市地域防災計画資料編 97ページから記載
【避難誘導体制】　対馬市地域防災計画基本計画編 116ページに記載

対馬市
【避難指示等発令基準】　対馬市地域防災計画基本計画編　118-119ページ記載
【避難場所・避難経路等】　対馬市地域防災計画資料編 202-213ページに記載
【避難誘導体制】　対馬市地域防災計画基本計画編 121ページに記載

壱岐市
【避難勧告発令基準】　壱岐市避難勧告等の判断・伝達マニュアル 7ページに記載
【避難場所・避難経路等】　壱岐市地域防災計画 419ページに記載
【避難誘導体制】　壱岐市地域防災計画 43ページに記載

壱岐市
【避難指示等発令基準】　壱岐市避難情報の判断・伝達マニュアル 8～9ページに記載
【避難場所・避難経路等】　壱岐市地域防災計画 311～316ページに記載
【避難誘導体制】　壱岐市地域防災計画 44ページに記載

五島市
【避難勧告発令基準】　五島市避難勧告等の判断・伝達マニュアル 13～14ページに記載
【避難場所・避難経路等】　五島市地域防災計画 191～192ページに記載
【避難誘導体制】　五島市地域防災計画 51ページに記載

五島市
【避難指示等発令基準】　五島市避難勧告等の判断・伝達マニュアル 13～14ページに記載
【避難場所・避難経路等】　五島市地域防災計画資料編 28～31ページに記載
【避難誘導体制】　五島市地域防災計画災害対応マニュアル編 1～5ページに記載

西海市

【避難勧告発令基準】　西海市地域防災計画第10章115ページ、西海市避難勧告等の判断・伝達マニュアル 8
～10ページに記載
【避難場所・避難経路等】　西海市地域防災計画第2編第10章45～46ページに記載
【避難誘導体制】　西海市地域防災計画第10章 117ページに記載

西海市

【避難指示等発令基準】　西海市地域防災計画第3編第10章123ページ、西海市避難情報の判断・伝達マニュ
アル 9～11ページに記載
【避難場所・避難経路等】　西海市地域防災計画第2編第10章49～52ページに記載
【避難誘導体制】　西海市地域防災計画第3編第10章 114～120ページに記載

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 6/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

雲仙市

【避難勧告発令基準】　雲仙市地域防災計画第1編第3章第6節 52ページに記載及び雲仙市避難勧告等の判
断・伝達マニュアル 5ページに記載
【避難場所・避難経路等】　雲仙市地域防災計画第4編資料編 264ページに記載
【避難誘導体制】　雲仙市地域防災計画第1編第3章第6節 54ページに記載

雲仙市

【避難指示等発令基準】　雲仙市地域防災計画第1編第3章第17節  応急-89ページに記載及び雲仙市避難勧
告等の判断・伝達マニュアル20ページに記載
【避難場所・避難経路等】　雲仙市地域防災計画第4編資料編 43ページに記載
【避難誘導体制】　雲仙市地域防災計画第1編第3章第17節　応急-94ページに記載

南島原市

【避難勧告発令基準】　南島原市災害対策初動マニュアル 1～2ページに記載
【避難場所・避難経路等】　南島原市災害対策初動マニュアル 19～21ページに記載
【避難誘導体制】　南島原市地域防災計画第4編第5章 174ページ及び第3編80～81ページに記載及び南島原
市避難行動要支援者支援マニュアル4ページに記載

南島原市

【避難指示等発令基準】　南島原市災害対策初動マニュアル 1～2ページに記載
【避難場所・避難経路等】　南島原市災害対策初動マニュアル 別紙2-1に記載
【避難誘導体制】　南島原市地域防災計画第4編第6章 178ページ及び第3編第3章83ページに記載及び南島
原市避難行動要支援者支援マニュアル7～9ページに記載

長与町
【避難勧告発令基準】　長与町地域防災計画資料編 60～62ページに記載
【避難場所・避難経路等】　長与町地域防災計画資料編 63～64ページに記載
【避難誘導体制】　長与町地域防災計画 112～119ページに記載

長与町
【避難指示等発令基準】　長与町地域防災計画資料編 75～77ページに記載
【避難場所・避難経路等】　長与町地域防災計画資料編 78～79ページに記載
【避難誘導体制】　長与町地域防災計画 114～121ページに記載

時津町

【避難勧告発令基準】　時津町避難勧告等の判断・伝達マニュアル16ページ～20ページに記載
【避難場所・避難経路等】　時津町地域防災計画（資料編） 67～68ページ及び時津町避難勧告等の判断・伝
達マニュアル 19ページに記載
【避難誘導体制】　時津町地域防災計画 111ページ及び時津町避難勧告等の判断・伝達マニュアル 19～20
ページに記載

時津町

【避難指示等発令基準】　時津町避難勧告等の判断・伝達マニュアル16ページ～20ページに記載
【避難場所・避難経路等】　時津町地域防災計画（資料編） 67～68ページ及び時津町避難勧告等の判断・伝
達マニュアル 19ページに記載
【避難誘導体制】　時津町地域防災計画 111ページ及び時津町避難勧告等の判断・伝達マニュアル 19～20
ページに記載

東彼杵町
【避難勧告発令基準】　東彼杵町地域防災計画第3章第7節　55～56ページに記載
【避難場所・避難経路等】　東彼杵町地域防災計画第3章第7節 58～61ページに記載
【避難誘導体制】　東彼杵町地域防災計画第3章第7節 58ページに記載

東彼杵町
【避難指示等発令基準】東彼杵町地域防災計画書第３章第７節　66～68ページに記載
【避難場所・避難経路等】東彼杵町地域防災計画書第３章第７節　72～75ページに記載
【避難誘導体制】東彼杵町地域防災計画書第３章第７節　71ページに記載

川棚町
【避難勧告発令基準】　川棚町地域防災計画書第3章 35ページに記載
【避難場所・避難経路等】　川棚町地域防災計画書第3章 36～38ページに記載
【避難誘導体制】　川棚町地域防災計画書第3章 36ページに記載

川棚町
【避難指示等発令基準】　川棚町地域防災計画書第3章 91ページに記載
【避難場所・避難経路等】　川棚町地域防災計画書第3章 106～109ページに記載
【避難誘導体制】　川棚町地域防災計画書第3章 105ページに記載

波佐見町

【避難勧告発令基準】　波佐見町地域防災計画第3章第6節 45ページに記載
【避難場所・避難経路等】　波佐見町地域防災計画第3章第6節 47～54ページに記載
【避難誘導体制】　波佐見町地域防災計画第3章第6節 47ページに記載
【課題】　避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成ができていない。

波佐見町
【避難指示等発令基準】　波佐見町地域防災計画　風水害等災害応急対策編　P54～57ページに記載
【避難場所・避難経路等】　波佐見町地域防災計画　風水害等災害応急対策編　P60～63ページに記載
【避難誘導体制】　波佐見町地域防災計画　風水害等災害応急対策編　P59～60ページに記載

佐々町
【避難勧告発令基準】　佐々町地域防災計画平成28年度版 104ページに記載
【避難場所・避難経路等】　佐々町地域防災計画平成28年度版 107ページに記載
【避難誘導体制】　佐々町地域防災計画平成28年度 105ページに記載

佐々町
【避難指示等発令基準】　佐々町地域防災計画令和3年度版（風水害応急）　56ページに記載
【避難場所・避難経路等】　佐々町地域防災計画令和3年度版（資料） 18～20ページに記載
【避難誘導体制】　佐々町地域防災計画令和3年度版（予防） 40～41ページに記載

新上五島町
【避難勧告発令基準】　新上五島町避難勧告等の判断・伝達マニュアル 8ページに記載
【避難場所・避難経路等】　新上五島町避難勧告等の判断・伝達マニュアル 9ページに記載
【避難誘導体制】　新上五島町地域防災計画第3章 29ページに記載

新上五島町
【避難指示等発令基準】　新上五島町避難情報の判断・伝達マニュアル 10ページに記載
【避難場所・避難経路等】　新上五島町避難情報の判断・伝達マニュアル 12ページに記載
【避難誘導体制】　新上五島町地域防災計画第3章 33ページに記載

①－１－ウ　水害危険性（浸水想定及び河川水位等の情報）の周知

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

気象台

【現状】　平成２９年度から大雨警報（浸水害）及び洪水警報の危険度分布、流域雨量指数の予測値を提供開
始。
【主な（今後の）取組】　危険度分布の利用促進とともに「流域雨量指数の予測値」の避難勧告等の判断等へ
の利用促進を図る。

気象台

【現状】
・①－１－ア、【現状】の取り組みと同じ
・　平成２９年度から大雨警報（浸水害）及び洪水警報の危険度分布、流域雨量指数の予測値を提供開始。
【主な（今後の）取組】　危険度分布の利用促進とともに「流域雨量指数の予測値」の避難指示等の判断等へ
の利用促進を図る。
大雨ワークショップや出前講座の開催、キキクル等の普及啓発や防災気象情報の利活用に関する周知活
動。外国語でのリーフレット作成。

・水害の危険性がある箇所について水位周知河川の指定を行い、浸水想定区域図の作成、公表することで事前に情報周
知を行う。（県）（別添資料－２）
・浸水想定区域図に基づき、ハザードマップを作成し住民に広く周知を行う。（市町）（別添資料－２）
・平成２９年度から大雨警報（浸水害）及び洪水警報の危険度分布、流域雨量指数の予測値を提供開始。（気象台）
・河川水位９８箇所、雨量２０６箇所を長崎県河川砂防情報システム（以下、ナックスという）にて情報発信。（県）（別添資料
－４）
・危機管理型水位計１６７箇所を追加設置予定。（県）（別添資料－４）
・出水期前に本協議会や防災連絡会議を実施し情報や進捗状況を共有。（気象台、市町、県）

・水害の危険性がある箇所について水位情報周知河川の指定を行い、浸水想定区域図の作成・公表することで事前に情報
周知を行う。（県）
・浸水想定区域図に基づき、ハザードマップを作成し住民に広く周知を行う。（市町）
・大雨警報（浸水害）及び洪水警報の危険度分布、流域雨量指数の予測値を提供。（気象台）
・河川水位９９箇所、雨量２０６箇所を長崎県河川砂防情報システム（以下、ナックスという）にて情報発信。（県）
・令和3年度までに、危機管理型水位計２１８箇所で運用開始予定。（県）
　217箇所で運用開始済み、日出川（ひいだしがわ、佐世保市）は年度内運用開始予定。
・出水期前に本協議会や防災連絡会議を実施し情報や進捗状況を共有。（気象台、市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 7/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

県
（全体）

【水位周知河川（浸水想定区域図）】１３河川（９市町）で指定済み。平成33年度までに１４河川（１３市町）を追
加指定予定。
【水位計】９８箇所設置：県設置９３箇所、国設置５箇所
（危機管理型水位計設置予定河川）１６７河川
【雨量計】２０６箇所：県設置１８２箇所、国設置２４箇所
【メール配信システム】　ナックスデータを基に、水位・雨量情報をメール配信するシステムについて、平成30年
度中の運用を検討。

県
（全体）

【計画規模洪水浸水想定区域図】２９河川（２０市町）
【想定最大洪水浸水想定区域図】３７６河川（２０市町）
【水位計】９８箇所設置：県設置９４箇所、国設置４箇所　　危機管理型水位計設置河川２１８河川
【雨量計】１９８箇所：県設置１９３箇所、国設置５箇所

①－１－エ　ＩＣＴ等を活用した住民等へ適切かつ確実に情報伝達する体制や方法の改善・充実

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

国 【現状】　川の防災情報を活用して河川水位等の情報を提供。 国 【現状】　川の防災情報を活用して河川水位等の情報を提供。

気象台
【現状】　気象庁ＨＰや防災情報システムでの情報提供と情報の高度化や使いやすさ（視覚化）の改善。
【主な（今後の）取組】　システムや情報の利用促進

気象台

【現状】
・①－１－ア、【現状】の取り組みと同じ。
+I157【主な（今後の）取組】
県における河川の新たな浸水想定区域図の告示に伴った、キキクル（危険度分布）への河川の追加作業を継
続する。

県

【現状】　HP、ナックスを活用し、県内の河川水位、雨量情報を提供。NHKデータ放送にて水位情報を提供。
【主な（今後の）取組】　ナックスにて水位、雨量情報をメールにて通知するシステムを平成30年度に構築予
定。
洪水予測システムを検討中。平成30年度出水期までに長崎県防災ポータルに浸水想定区域を公表予定。

県 【現状】　HPを活用し、県内の河川水位、雨量、監視カメラ画像、洪水浸水想定区域等の情報を提供。

長崎市 【現状】　HP、防災行政無線、防災メール、ハザードマップ配布などで情報発信。 長崎市 【現状】　HP、防災行政無線、公式ＬＩＮＥ、防災メールなどで情報発信。

佐世保市

【現状】　HP、防災行政無線、防災メール、コミュニティFM、ハザードマップ配布などで情報発信。
【主な（今後の）取組】　防災行政無線の放送内容が確認できないときの対応策として、防災情報メール配信
サービスへの登録、ＮＢＣデータ放送での確認、テレホンガイドでの確認などについて、防災講話などを通じて
市民への周知を図っていく。

佐世保市
【現状】　HP、防災行政無線、防災ラジオ、防災メール、各種ＳＮＳ、防災FAX、コミュニティFM、ＮＢＣデータ放
送、ハザードマップ配布などで情報発信し、併せて防災講座を通じて市民への周知を図っている。

島原市
【現状】　HP、防災行政無線、防災メール、コミュニティーＦＭなどで情報発信。
【主な（今後の）取組】　簡単な市のHPからの情報の収集体制を検討。

島原市 【現状】　HP、防災行政無線、防災メール、防災ラジオ、ハザードマップ、各種ＳＮＳ等で情報発信。

諫早市
【現状】　HP、防災行政無線、防災メール、facebook、防災FAX、コミュニティFM、ハザードマップ配布などで情
報発信。

諫早市
【現状】　HP、防災行政無線、防災メール、防災FAX、公式ＬＩＮＥやＸ（エックス）・Facebook等のSNS、コミュニ
ティFM、ＮＢＣデータ放送、防災ラジオ、Yahoo！防災アプリ、ハザードマップ配布などで情報発信し、併せて防
災講座を通じて市民への周知を図っている。

大村市 【現状】　HP、防災行政無線、防災メール、防災ラジオ、コミュニティFM、ハザードマップ配布などで情報発信。 大村市
【現状】　HP、防災行政無線、防災メール、防災ラジオ、ＬＩＮＥ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、自動応答テレフォンサービス、コ
ミュニティFM、ハザードマップ配布などで情報発信を行っており、防災講話を通じて市民への周知を図ってい
る。

平戸市 【現状】　HP、防災行政無線、防災メールなどで情報発信。 平戸市 【現状】　HP、防災行政無線、防災メールなどで情報発信。

松浦市 【現状】　HP、防災行政無線、広報車、データ放送、ハザードマップ配布などで情報発信。 松浦市

【現状】　HP、防災行政無線、広報車、データ放送、洪水ハザードマップの配布、また、防災アプリを導入し情
報発信に努める。
【主な（今後の）取組】出水期前に地域防災会議を実施し、地域防災計画の修正や進捗状況などの情報を共
有。

・関係機関が実施している情報伝達方法について一覧表を作成し情報入手方法を共有。（気象台、市町、県）（別添資料－
５）
・イベントや広報誌などで情報入手方法について広く周知を図る。（気象台、市町、県）
・長崎県河川砂防情報システム（以下ナックス）の充実を図るため、平成３３年度までに既存水位計に併せて危機管理型水
位計（１７６箇所）の追加設置、水位周知河川を中心にCCTVを設置。（県）（別添資料－４）
・出水期前に本協議会や防災連絡会議を実施し情報や進捗状況を共有。（気象台、市町、県）

・関係機関が実施している情報伝達方法について一覧表を作成し情報入手方法を共有。（気象台、市町、県）
・イベントや広報誌などで情報入手方法について広く周知を図る。（気象台、市町、県）
・令和３年度までに既存水位計に併せて危機管理型水位計２１８箇所の設置。
・令和３年度までに水位周知河川に河川監視カメラを設置。（県）
・出水期前に本協議会や防災連絡会議を実施し情報や進捗状況を共有。（気象台、市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 8/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

対馬市
【現状】　HP、ＩＰ告知放送システム、緊急速報メールなどで情報発信。
【主な（今後の）取組】　ＩＰ告知放送システムを活用した周知に努める。

対馬市
【現状】　HP、ＩＰ告知放送システム、緊急速報メールなどで情報発信。
【主な（今後の）取組】　ＩＰ告知放送システムを活用した周知に努める。

壱岐市 【現状】　HP、告知放送、防災メール、壱岐市ケーブルテレビ、ツイッターなどで情報発信。 壱岐市 【現状】　HP、告知放送、防災メール、壱岐市ケーブルテレビ、公式LINEなどで情報発信。

五島市 【現状】　HP、防災行政無線（電話による内容確認可）、福江ケーブルテレビなどで情報発信。 五島市
【現状】　HP、防災行政無線（電話による内容確認可）、防災アプリ@InfoCanalなどで情報発信。
【主な（今後の）取組】　洪水ハザードマップを作成し、対象住民へ配布した。

西海市 【現状】　HP、防災行政無線（全世帯に受信機設置済み）、ハザードマップ配布などで情報発信。 西海市 【現状】　HP、防災行政無線（全世帯に受信機設置済み）、ハザードマップ配布などで情報発信。

雲仙市 【現状】　HP、防災行政無線などで情報発信。 雲仙市 【現状】　HP、防災行政無線、ハザードマップ配布などで情報発信。

南島原市
【現状、取組】　HP、防災行政無線、防災メール、フェイスブック、ツイッター、コミュニティＦＭなどで情報発信。
併せて全世帯に情報が行きわたるよう防災ラジオの配布済み。

南島原市
【現状、取組】　HP、防災行政無線、防災メール、コミュニティＦＭなどで情報発信。併せて全世帯に情報が行
きわたるよう防災ラジオの配布済み。

長与町 【現状】　ＨＰ、防災行政無線、登録制メールやSNS、長崎ケーブルテレビのデータ放送などで情報発信。 長与町
【現状】　ＨＰ、防災行政無線、登録制メールやSNS、長崎ケーブルテレビのデータ放送、ハザードマップ（冊子
版・WEB版）などで情報発信。

時津町 【現状】　ＨＰ、防災情報マップ、防災行政無線、防災メール、防災ラジオなどで情報発信。 時津町
【現状】　ＨＰ、防災情報マップ、防災行政無線、防災メール、防災ラジオ、Yahoo！防災アプリなどで情報発
信。

東彼杵町
【現状】　HP、緊急速報メール、データ放送などで情報発信。HPと連動した防災情報共有システムを構築中。
【主な（今後の）取組】　スマートフォン、個別受信機への情報伝達手段を構築中（H30.4から運用開始）

東彼杵町
【現状】　防災情報提供システム（戸別受信機・スマホアプリへの情報配信、緊急速報メール、HPとも連動して
いる）、防災行政無線（消防団）、データ放送、公式LINE、Yahoo!防災アプリ、ハザードマップ配布、WEB防災
マップ

川棚町
【現状】　防災行政無線、HP、登録制メールなどで情報発信。
【主な（今後の）取組】　全世帯に情報が行きわたるような情報伝達方法について検討。

川棚町
【現状】　防災行政無線、HP、登録制メール、ＬＩＮＥなどで情報発信。
【主な（今後の）取組】　全世帯に情報が行きわたるような情報伝達方法について検討。

波佐見町 【現状】　HP、防災メール、ハザードマップ配布などで情報発信。 波佐見町 【現状】　HP、防災メール、ハザードマップ配布などで情報発信。

佐々町 【現状】　HP、ハザードマップ配布などで情報発信。 佐々町 【現状】　HP、メール、データ放送、SNS（LINE）、ハザードマップ配布で情報発信。

新上五島町
【現状】　HP、防災行政無線、広報車などで情報発信
【主な（今後の）取組】　戸別受信機を配布しているが、老朽化のためデジタル戸別受信機をＨ３１から配布予
定。

新上五島町 【現状】　HP、防災行政無線、戸別受信機、広報車、ＬＩＮＥなどで情報発信

①－１－オ　隣接市町等への広域避難体制の構築

○主な取組内容

①－１－カ　要配慮者利用施設等における避難計画等の作成・訓練に対する支援

○主な取組内容

○洪水にかかる要配慮者施設の避難確保計画作成状況

全体
対象要配慮者施設等　２１６施設、避難確保計画作成施設　３９施設
（※本明川国直轄区間氾濫想定区域も含む）

全体
対象施設：767施設　（作成済み　556施設，訓練実施 238施設）
県内作成率：約72%（R6.3.31時点），全国作成率：約88%

・関係市町が必要に応じ隣接市町への広域避難体制を構築し、協議会で情報共有を行う。（市町、県）
・関係市町間で広域避難体制について協議されているが、浸水想定区域等の水害リスク情報を踏まえた広域避難計画はな
い。

・関係市町が必要に応じ隣接市町への広域避難体制を構築し、協議会で情報共有を行う。（市町、県）
・関係市町間で広域避難体制について協議されているが、浸水想定区域等の水害リスク情報を踏まえた広域避難計画はな
い。

・浸水想定区域図の新規作成、見直し後速やかに情報提供し、区域内の要配慮者施設等の確認を行い情報共有する。（市
町、県）
・浸水想定区域図内の要配慮者施設について、気象情報や避難に関する情報を提供（市町）
・市町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設等について、平成33年度までに避難確保計画の作成・避難訓練の実
施を目指す。また、その実施状況について協議会で確認する。（市町、県）

・浸水想定区域図の新規作成、見直し後速やかに情報提供し、区域内の要配慮者施設等の確認を行い情報共有する。（市
町、県）
・浸水想定区域図内の要配慮者施設について、気象情報や避難に関する情報を提供。（市町）
・市町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設等について、令和3年度までに避難確保計画の作成・避難訓練の実施
を目指す。また、その実施状況について協議会で確認する。（市町、県）
・施設管理者へ対し避難説明会を実施し、要配慮者施設の避難確保計画の作成・避難訓練の実施の推進に先進的に取り
組んでもらう市町を県内から１市町あげ、国へ報告予定（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 9/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

長崎市 対象要配慮者施設　２施設、避難確保計画作成施設　０施設（地域防災計画　予防-5記載） 長崎市

対象施設：160施設　（作成済み121施設，訓練実施72施設）
最新の地域防災計画：R6年3月，施設名称等記載箇所：予防-5
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：中島川、浦上川、八郎側、式見川、黒浜川、鹿尾
川、多以良川、江川、宮崎川、西山川、神浦川】

佐世保市 対象要配慮者施設　３０施設、避難確保計画作成施設　０施設（地域防災計画　190,191記載） 佐世保市

対象施設：234施設　（作成済み　207施設，訓練実施 170施設）
最新の地域防災計画：R6年３月，施設名称等記載箇所：p224～231
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：相浦川，宮村川，江迎川，早岐川，佐世保川，小森
川】

島原市 浸水想定区域図が作成されていない。 島原市
対象施設：0施設　（作成済み　0施設，訓練実施 0施設）
最新の地域防災計画：R6年５月，施設名称等記載箇所：L2内に要配慮者施設なし
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：大手川】　【未：なし】

諫早市
対象要配慮者施設　１５９施設、避難確保計画作成施設　３５施設（地域防災計画　436～439記載）
（※本明川国直轄区間氾濫想定区域も含む）

諫早市

対象施設：116施設　（作成済み　８９施設，訓練実施 ８４施設）
最新の地域防災計画：R6年３月，施設名称等記載箇所：p487～490
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：本明川，半造川，東大川・楠原川，伊木力川・山川
内川，船津川】　【未：R6.6.21告示の５１河川】

大村市
対象要配慮者施設　５施設、地下施設　１施設、避難確保計画作成施設　０施設（地域防災計画　水防-13記
載）

大村市
対象施設：80施設　（作成済み　80施設，訓練実施 8施設）
最新の地域防災計画：R５年版，施設名称等記載箇所：水防-13～15
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：郡川，大上戸川，内田川】　【未：なし】

平戸市 浸水想定区域図が作成されていない。 平戸市
対象施設：0施設　（作成済み　0施設，訓練実施 0施設）
最新の地域防災計画：R5年10月，施設名称等記載箇所：L2内に要配慮者施設なし
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：鏡川】　【未：なし】

松浦市 対象要配慮者施設　８施設、避難確保計画作成施設　０施設（地域防災計画未記載） 松浦市

対象施設：37施設　（作成済み　11施設，訓練実施 11施設）
最新の地域防災計画：R6年5月，施設名称等記載箇所：p69
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：志佐川、笛吹川】　【未：今福川、人柱川、調川川、悪
太郎川、竜尾川、坂瀬川、谷郷川】

対馬市 浸水想定区域図が作成されていない。 対馬市
対象施設：3施設　（作成済み　３施設，訓練実施 ３施設）
最新の地域防災計画：R６年４月，施設名称等記載箇所：資料編p１９６
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：厳原本川】　【済み：佐護川】

壱岐市 浸水想定区域図が作成されていない。 壱岐市
対象施設：5施設　（作成済み　0施設，訓練実施 0施設）
最新の地域防災計画：R2年6月，施設名称等記載箇所：－
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：なし】　【未：永田川】

五島市 浸水想定区域図が作成されていない。 五島市
対象施設：1施設　（作成済み　1施設，訓練実施 0施設）
最新の地域防災計画：R６年３月，施設名称等記載箇所：有（資料編）
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：なし】　【未：福江川】

西海市 対象要配慮者施設　１施設、避難確保計画作成施設　０施設（地域防災計画未記載） 西海市
対象施設：3施設　（作成済み　3施設，訓練実施 3施設）
最新の地域防災計画：R6年5月，施設名称等記載箇所：p66
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：雪浦川】　【未：なし】

雲仙市 浸水想定区域図が作成されていない。 雲仙市
対象施設：1施設　（作成済み　1施設，訓練実施  1施設）
最新の地域防災計画：R6年5月，施設名称等記載箇所：p114ページ
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：山田川】　【未：なし】

南島原市 浸水想定区域図が作成されていない。 南島原市
対象施設：11施設　（作成済み　0施設，訓練実施  0施設）
最新の地域防災計画：R6年5月，施設名称等記載箇所：p173
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：有家川】　【未：なし】

長与町 浸水想定区域図が作成されていない。 長与町

対象施設：24施設　（作成済み　21施設，訓練実施  20施設）
最新の地域防災計画：R6年5月，施設名称等記載箇所：p42
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：長与川、高田川、南田川内川、大井手川】　【未：な
し】

時津町 浸水想定区域図が作成されていない。 時津町
対象施設：5施設　（作成済み　0施設，訓練実施  0施設）
最新の地域防災計画：R２年７月，施設名称等記載箇所：資料編p70
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：時津川】　【未：なし】

東彼杵町 浸水想定区域図が作成されていない。 東彼杵町
対象施設：11施設　（作成済み　6施設，訓練実施  0施設）
最新の地域防災計画：R６年６月，施設名称等記載箇所：地域防災計画書資料編p２５
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：彼杵川】　【未：なし】

川棚町 対象要配慮者施設　４施設、避難確保計画作成施設　４施設（地域防災計画　60記載） 川棚町
対象施設：6施設　（作成済み　4施設，訓練実施  4施設）
最新の地域防災計画：R２年６月，施設名称等記載箇所：p６１
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：なし】　【未：川棚川】

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 10/31
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波佐見町 対象要配慮者施設　２施設、避難確保計画作成施設　０施設（地域防災計画　83記載） 波佐見町
対象施設：１８施設　（作成済み　３施設，訓練実施  ３施設）
最新の地域防災計画：R６年６月，施設名称等記載箇所：資料編　P25ページ
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：なし】　【未：川棚川】

佐々町 対象要配慮者施設　４施設、避難確保計画作成施設　０施設（地域防災計画　106記載） 佐々町
対象施設：4施設　（作成済み　0施設，訓練実施  0施設）
最新の地域防災計画：R3年3月，施設名称等記載箇所：p194
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：なし】　【未：佐々川】

新上五島町 浸水想定区域図が作成されていない。 新上五島町
対象施設：5施設　（作成済み　1施設，訓練実施  0施設）
最新の地域防災計画：R4年11月，施設名称等記載箇所：資料編　別紙９－２
L2浸水想定区域図の地域防災計画書への反映　【済み：釣道川】　【未：なし】

○市町が実施している取組

長崎市
・浸水想定区域図内の要配慮者施設について、避難に関する情報を電話、FAX等を用いて伝達。
（地域防災計画　予防-4）

長崎市

・R元年度に作成方法の講習会を開催済み（中島川）
・R2.8月に市防災危機管理室・所管課において、未作成施設へ計画書提出依頼及び訓練実施施設の調査を
実施
・R3.9月に市防災危機管理室・所管課において、未作成施設へ計画書提出依頼及び訓練実施施設の調査を
実施
・R4.10月に市防災危機管理室・所管課において、未作成施設へ計画書提出依頼及び訓練実施施設の調査を
実施
・R6.8月に市防災危機管理室・所管課において、未作成施設へ計画書提出依頼及び訓練実施施設の調査を
実施

佐世保市
・浸水想定区域図内の要配慮者施設について、避難に関する情報を伝達。
（地域防災計画　184、190）

佐世保市 ・作成が法律上義務となっている説明や通知を行い、作成方法も併せてお知らせし計画策定を促している。

島原市 記載されていない。 島原市 ・対象施設なし

諫早市 記載されていない。 諫早市
・H30年度に作成方法の講習会を開催済み（本明川）
・R４・R6に指定を受けた県河川の洪水浸水想定区域内の施設に対し、作成方法の講習会開催の検討を行
う。

大村市 記載されていない。 大村市
・年度当初に対象施設に対し、避難訓練実施が義務化されていること、避難訓練実施後は報告書の提出を依
頼する文書を送付している。

平戸市 記載されていない。 平戸市 ・対象施設なし

松浦市 記載されていない。 松浦市
・水防法・土砂災害防止法の改正を受け、R6年度において対象施設に職員が出向き、避難確保計画の作成・
避難訓練が義務化されたことを説明し、計画の策定等を促進している。

対馬市 記載されていない。 対馬市 対象施設に対して避難確保計画の作成と避難訓練の実施について依頼

壱岐市 記載されていない。 壱岐市

五島市 記載されていない。 五島市 ・R2年度に作成方法の講習会を開催済み（福江川）

西海市 記載されていない。 西海市

雲仙市 記載されていない。 雲仙市

南島原市 記載されていない。 南島原市 ・R2年度に作成方法の講習会を開催済み（有家川）

長与町 記載されていない。 長与町 ・R2年度に県河川課の協力を得て住民説明会を開催済み（長与川）

時津町 記載されていない。 時津町 ・R2年度に作成方法の講習会を開催済み（時津川）

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町

川棚町 記載されていない。 川棚町

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 11/31
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波佐見町
・浸水想定区域図内の要配慮者施設について、気象情報や避難警報等の情報を電話、FAX、電子メール等に
より伝達。（地域防災計画　83記載）

波佐見町 特になし

佐々町 記載されていない。 佐々町
・R５年度に作成依頼の文書を配布済み
・提出がない施設には再度依頼をする予定

新上五島町 記載されていない。 新上五島町

①－２平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

①－２－ア　想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図等の共有

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

県全体
【計画規模の降雨による浸水想定区域図】１３河川（９市町）で指定済み。
【想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図】平成33年度までに２７河川（２０市町）を作成し周知予定。

県全体
【想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図】
対象となる全ての県管理河川である３６８河川（２０市町）を公表済み

①－２－イ　洪水ハザードマップの作成・改良と周知

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

長崎市
【現状】　中島川ハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　中島川、浦上川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、
周知を図る。

長崎市

中島川水系：H30年度にハザードマップ公表完了
浦上川水系：令和3年度にハザードマップ公表完了
八郎川水系：令和4年度にハザードマップ公表完了
式見川：令和5年度にハザードマップ公表完了
黒浜川：令和5年度にハザードマップ公表完了
鹿尾川：令和5年度にハザードマップ公表完了
多以良川・二股川：令和5年度にハザードマップ公表完了
宮崎川：令和5年度にハザードマップ公表完了
江川：令和5年度にハザードマップ公表完了
神浦川：令和5年度にハザードマップ公表完了
その他：

佐世保市

【現状】　相浦川、早岐川、宮村川、江迎川についてハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　平成29年度に相浦川L2浸水想定によるハザードマップを作成、平成30年度住周知予
定。早岐川、宮村川、江迎川、佐世保川、小森川については浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップ
を作成、周知を図る。

佐世保市

相浦川：H30年度にハザードマップ公表完了
宮村川：R2年度にハザードマップ公表完了
江迎川：R2年度にハザードマップ公表完了
早岐川：R3年度にハザードマップ公表完了予定
佐世保川：R3年度にハザードマップ公表完了予定
小森川：R3年度にハザードマップ公表完了予定
佐々川：R3年度にハザードマップ公表完了予定
樋口川：R4年度にハザードマップ公表完了
日宇川水系：R5年度にハザードマップ公表完了
その他：令和7年度、8年度にハザードマップ作成予定

島原市
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　大手川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

島原市
大手川：R2年度にハザードマップ公表完了
その他：Ｒ7年度に上記以外の2級河川及び高潮について、ハザードマップを作成し、公表予定

・平成３３年度までに２０市町の２７河川において想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図を作成し情報を共有する。
（県）（別添資料－２）

・令和６年度までに２０市町の３６８河川において想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図を作成し情報を共有する。
（県）

・関係機関が実施している避難訓練の実施状況や実施予定を共有する。（市町、県）
・関係機関、住民等の参加による実践的な避難訓練について、検討・調整を図る（市町、県）

・想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図（Ｌ２）を踏まえた洪水ハザードマップの作成・公表予定を共有する。（市
町、県）
・洪水ハザードマップが作成された場合は、その情報を共有する。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 12/31
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諫早市
【現状】　半造川ハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　半造川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

諫早市

半造川：H30年度にハザードマップ公表完了
東大川・楠原川，伊木力川・山川内川，船津川：R6年度にハザードマップ公表完了
R6.6.21告示の５１河川については、R7年度以降作成予定
その他：

大村市
【現状】　大上戸川、内田川、郡川ハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　大上戸川、内田川、郡川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップ
を作成、周知を図る。

大村市

郡川：H30年度にハザードマップ公表完了
大上戸川：R1年度にハザードマップ公表完了
内田川：R1年度にハザードマップ公表完了
その他：令和３年度に大村市防災マップとして統合型のハザードマップを作製

平戸市
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　鏡川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

平戸市
鏡川：R3年３月にハザードマップ公表完了
その他：

松浦市
【現状】　志佐川ハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　志佐川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

松浦市

志佐川：R2年度にハザードマップ公表完了
笛吹川：R4年度にハザードマップ公表完了
今福川：R6年度にハザードマップ公表予定
人柱川：R6年度にハザードマップ公表予定
調川川：R6年度にハザードマップ公表予定
悪太郎川：R6年度にハザードマップ公表予定
竜尾川：R6年度にハザードマップ公表予定
坂瀬川：R6年度にハザードマップ公表予定
谷郷川：R6年度にハザードマップ公表予定
その他：

対馬市
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　厳原本川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を
図る。

対馬市

厳原本川：R2年度にハザードマップ公表完了
佐護川：R3年4月にハザードマップ公表完了
雞知川、小浦川、仁田川、飼所川（４流域ダム下流）：Ｒ４年度にハザードマップ公表完了
その他：Ｒ7、８年度に上記以外の2級河川及び高潮について、ハザードマップを作成し、公表予定

壱岐市
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　永田川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

壱岐市
永田川：R3年5月にハザードマップ公表完了
その他：

五島市
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　福江川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

五島市 福江川：R5年2月にハザードマップ公表配付

西海市
【現状】　雪浦川ハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　雪浦川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

西海市
雪浦川：R2年度にハザードマップ公表完了
その他：

雲仙市
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　山田川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

雲仙市
山田川：R2年度にハザードマップ公表完了
その他：

南島原市
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　有家川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

南島原市
有家川：R2年度にハザードマップ公表完了
その他：

長与町
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　長与川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

長与町

長与川：R2年度にハザードマップ公表完了
高田川、南田川内川、大井手川：R6年度にハザードマップ（WEB版）、R7年度にハザードマップ（冊子版）公表
予定
その他：

時津町
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　時津川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

時津町
時津川：R3年度4月にハザードマップ公表完了
その他：

東彼杵町
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　彼杵川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

東彼杵町
彼杵川：R2年度にハザードマップ公表完了
その他：R6年度にWEB版の改訂

川棚町
【現状】　川棚川ハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　川棚川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

川棚町
川棚川：R3年度にハザードマップ公表完了
その他：

波佐見町
【現状】　川棚川ハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　川棚川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

波佐見町
川棚川：R2年度にハザードマップ公表完了
その他：

佐々町
【現状】　佐々川ハザードマップ作成・公表・周知済み（L1)
【主な（今後の）取組】　佐々川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

佐々町
佐々川：R4年10月にハザードマップ公表済み
その他：Ｒ8年度以降に作成予定

新上五島町
【現状】　なし
【主な（今後の）取組】　釣道川において、L2浸水想定区域図作成後速やかにハザードマップを作成、周知を図
る。

新上五島町
釣道川：R3年７月にハザードマップ公表完了
その他：

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 13/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

①－２－ウ　まるごとまちごとハザードマップの促進

○主な取組内容

①－２－エ　住民、関係機関が連携した避難訓練等の充実

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

長崎市 記載されていない。 長崎市

佐世保市
佐世保市総合防災訓練の訓練項目の一つとして消防団による水防訓練を実施。
地域型の防災訓練で関係する地区において河川氾濫を想定した避難訓練を実施。

佐世保市 地域型の防災訓練で関係する地区において、河川氾濫を想定した避難訓練を数年に１回実施。

島原市
毎年１１月に避難訓練を実施している。（職員に対する動員訓練の実施。消防団による市の避難訓練時にお
ける市民の避難誘導）

島原市 毎年１１月に総合避難訓練を実施。

諫早市 毎年5月に総合防災訓練を実施。 諫早市
毎年出水期前の５月に実施している諫早市総合防災訓練の訓練項目の一つとして、住民の避難訓練を実
施。

大村市 毎年出水期前に水防訓練を実施。 大村市 毎年出水期前に水防訓練を実施。

平戸市
市総合防災訓練（隔年開催）の中で、集中豪雨及び震度６強の地震により、家屋の浸水、倒壊、道路の決壊
などにより避難誘導訓練を実施。

平戸市
市総合防災訓練（隔年開催）の中で、集中豪雨及び震度６強の地震により、家屋の浸水、倒壊、道路の決壊
などにより避難誘導訓練を実施。

松浦市 記載されていない。 松浦市

対馬市 記載されていない。 対馬市

壱岐市 記載されていない。 壱岐市 市総合防災訓練（隔年開催）の中で、避難誘導訓練を実施。（地域住民、防災士等参加）

五島市 自治会単位で大雨や津波に対する避難訓練を実施。 五島市 自治会単位で大雨や津波に対する避難訓練を実施。

西海市 記載されていない。 西海市 毎年、９月1日（防災の日）に西海市総合防災訓練を実施。

雲仙市 雲仙市防災訓練の中で消防団、警察の避難誘導指示のもと、住民の避難避難を実施。 雲仙市 雲仙市防災訓練の中で消防団、警察の避難誘導指示のもと、住民の避難訓練を実施。

南島原市 記載されていない。 南島原市
毎年、南島原市防災訓練の中で消防署、消防団等による各種災害を想定した住民の避難訓練や職員による
避難所開設訓練を実施。

長与町 記載されていない。 長与町

時津町 記載されていない。 時津町 小学校区単位で２か所ずつ、自主防災組織と連携した避難訓練を実施。

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町

・各構成員による、生活空間における想定浸水深や避難場所等に係る看板等の掲示を行うなどの「まるごとまちごとハザー
ドマップ」の取組状況を情報共有する。（市町、県）

・各構成員による、生活空間における想定浸水深や避難場所等に係る看板等の掲示を行うなどの「まるごとまちごとハザー
ドマップ」の取組状況を情報共有する。（市町、県）
・令和2年7月豪雨にて浸水被害が生じた大村市に対し、改めて県河川課より「まるごとまちごとハザードマップ」にかかる説
明を実施した（県）

・関係機関が実施している避難訓練の実施状況や実施予定を共有する。（市町、県）
・関係機関、住民等の参加による実践的な避難訓練について、検討・調整を図る（市町、県）

・関係機関が実施している避難訓練の実施状況や実施予定を共有する。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 14/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

川棚町 記載されていない。 川棚町

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 自治会単位で避難訓練を実施。

佐々町 記載されていない。 佐々町 R3年に神田・さざんか地区において防災訓練を行い、R6に町内会単位での小規模の防災訓練を実施

新上五島町 記載されていない。 新上五島町 例年、各地区単位で１・２か所ずつ、自主防災組織・消防団・消防署等と連携した防災訓練を実施。

①－２－オ　防災教育の推進

○主な取組内容

①－３　円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

①－３－ア　危機管理型水位計、河川監視用カメラの整備

○主な取組内容

○県内で実施している主な取組

県全体
・平成３３年度までに危機管理型水位計及び河川監視カメラの整備を予定。（県）
・県内１６７箇所で危機管理型水位計の設置を検討。（県）
・県内３１河川３２箇所で河川監視カメラの整備を検討。（県）

県全体
・令和3度までに危機管理型水位計及び河川監視カメラを整備。（県）
・令和3年度までに218箇所で危機管理型水位計の運用開始。（県）
・令和3年度に県内28河川29箇所で河川監視カメラの運用を開始。（県）

①－１－ウに危機管理型水位計、河川監視用カメラの設置箇所は記載

○関係機関が実施している取組

長崎市 記載されていない。 長崎市 特になし

佐世保市 記載されていない。 佐世保市
（参考）佐世保市道路冠水モニタリングシステム（令和６年度運用開始）において、道路の冠水状況などがパソ
コンやスマートフォンで確認可能（水位センサー、監視カメラを設置）

島原市 記載されていない。 島原市
【現状】市内の危険個所に防災カメラを設置(8箇所、11台)、高潮、豪雨による氾濫のおそれがある河川等に監
視カメラを設置（２箇所、２台）

諫早市 【現状】河川等監視カメラ２２箇所（地域防災計画50記載）を設置・管理。 諫早市
【現状】河川等監視カメラ２３箇所（地域防災計画５６記載）を設置・管理。（※令和2年度末に１箇所増設し２３
箇所）
R４年度から諫早ケーブルメディア㈱の自主放送番組に監視カメラの映像配信を行っている。

大村市 記載されていない。 大村市 特になし

平戸市 記載されていない。 平戸市 特になし

・県教育委員会が行っている「防災教育を中心とした実践的教育総合支援事業」に対する支援の実施。（気象台、県）
・自主防災リーダーを養成するため、防災推進員（自主防災リーダー）要請講座を開催（県）
・防災に関する講話や地域防災マップづくり、出前講座等による支援の実施。（気象台、市町、県）
・関係機関が必要に応じて教育委員会や自治会等へ防災教育に関する支援・助言を行う。（気象台、市町、県）

・県教育委員会が行っている「防災教育を中心とした実践的教育総合支援事業」に対する支援の実施。（気象台、県）
・自主防災リーダーを養成するため、防災推進員（自主防災リーダー）養成講座を年２回開催。今年度は新上五島町、平戸
市。（県）
・防災に関する講話や地域防災マップづくり、出前講座等による支援の実施。（気象台、市町、県）
・五島振興局にて「福江大水害50年記憶集」を作成。H30年度にHPへの掲載、五島市内の図書館や小・中学校等へ配布。
（県）
・関係機関が必要に応じて教育委員会や自治会等へ防災教育に関する支援・助言を行う。（気象台、市町、県）

・河川の水位や状況をリアルタイムで情報提供するために、危機管理型水位計や河川監視カメラの設置を実施（県）（別添
資料－４）
・出水期前に本協議会や防災連絡会議を実施し進捗状況を共有。（市町、県）

・河川の水位や状況をリアルタイムで情報提供するために、危機管理型水位計や河川監視カメラの設置を実施（県）
・出水期前に本協議会や防災連絡会議を実施し進捗状況を共有。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 15/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

松浦市 記載されていない。 松浦市 【現状】志佐川に防災カメラ（市対策本部用）を設置。

対馬市 【現状】　佐護川に浸水警報装置を設置。 対馬市 【現状】　佐護川に浸水警報装置を設置。

壱岐市 記載されていない。 壱岐市 特になし

五島市 記載されていない。 五島市 特になし

西海市 記載されていない。 西海市 特になし

雲仙市 記載されていない。 雲仙市
【現状】河川等の監視を行う防災カメラ19箇所を設置・管理。
※監視カメラの映像配信は行っていない。

南島原市 記載されていない。 南島原市 特になし

長与町 記載されていない。 長与町 特になし

時津町 記載されていない。 時津町 特になし

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町 特になし

川棚町 記載されていない。 川棚町 川棚川に河川監視カメラを４箇所設置

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 特になし

佐々町 記載されていない。 佐々町 特になし

新上五島町 記載されていない。 新上五島町 特になし

①－３－イ　危機管理型ハード対策の実施

○主な取組内容

①－３－ウ　河川防災ステーション等の整備

○主な取組内容

○市町が独自に実施している取組

長崎市 記載されていない。 長崎市
【現状】老朽化のため水防倉庫を令和5年度に廃止し、水防資材を各総合事務所等に保管し水防活動を行っ
ている。

・現況の施設能力を上回る越水等が発生した場合でも、決壊するまでの時間を少しでも引き延ばすように堤防天端の保護
や裏法尻の補強により堤防構造に工夫を施す。その箇所については、堤防点検や河川巡視を行い、必要に応じて順次整
備を実施する（県）
・対策必要箇所、進捗状況について協議会で情報共有を図る。（市町、県）

・現況の施設能力を上回る越水等が発生した場合でも、決壊するまでの時間を少しでも引き延ばすように堤防天端の保護
や裏法尻の補強により堤防構造に工夫を施す。その箇所については、堤防点検や河川巡視を行い、必要に応じて順次整
備を実施する（県）
・対策必要箇所、進捗状況について協議会で情報共有を図る。（市町、県）

・水防倉庫の情報を水防計画や協議会などで情報共有し、必要に応じて関係機関で協議を行う。（市町、県）
・必要に応じて設置検討を行うが、現状では整備予定なし。

・水防倉庫の情報を水防計画や協議会などで情報共有し、必要に応じて関係機関で協議を行う。（市町、県）
・必要に応じて設置検討を行うが、現状では河川防災ステーションの整備予定なし。

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 16/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

佐世保市 記載されていない。 佐世保市 【現状】　水防倉庫を設置・管理している。

島原市 記載されていない。 島原市
【現状】　水防倉庫の情報を共有
【主な取組】　組織的な水防倉庫の整備を検討

諫早市 記載されていない。 諫早市 特になし

大村市 記載されていない。 大村市 特になし

平戸市 記載されていない。 平戸市 特になし

松浦市 記載されていない。 松浦市 必要に応じて県に要望

対馬市 記載されていない。 対馬市 必要に応じて県に要望

壱岐市 記載されていない。 壱岐市 特になし

五島市 記載されていない。 五島市 特になし

西海市 記載されていない。 西海市 必要に応じて県に要望

雲仙市 記載されていない。 雲仙市 特になし

南島原市 記載されていない。 南島原市 特になし

長与町 記載されていない。 長与町 必要に応じて検討

時津町 記載されていない。 時津町 必要に応じて県に要望

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町 特になし

川棚町 記載されていない。 川棚町 必要に応じて県に要望

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 必要に応じて県に要望

佐々町 記載されていない。 佐々町 必要に応じて県に要望

新上五島町 記載されていない。 新上五島町 特になし。水防倉庫で対応。

①－３－エ　避難場所、避難経路の整備

○主な取組内容

○市町が独自に実施している取組

・避難場所、避難経路の整備に関する情報を共有する。（市町、県）
・必要に応じて設置検討を行うが、現状では整備予定なし。

・避難場所、避難経路の整備に関する情報を共有する。（市町、県）
・必要に応じて新たな避難場所の設置検討を行う。（市町）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 17/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

長崎市 記載されていない。 長崎市
・地域防災マップに避難経路を記載
・避難所の混雑状況をリアルタイムで配信

佐世保市 記載されていない。 佐世保市 ・避難所の電力として電気自動車を活用

島原市 記載されていない。 島原市
・避難所の混雑状況をリアルタイムで配信。
・地域防災マップを作成した自主防災会に補助金を交付。

諫早市 記載されていない。 諫早市
・避難所開設等について自治会との連携を検討中
・避難所の混雑状況をリVACAN 避難所可視化システムにてアルタイムで配信

大村市 記載されていない。 大村市 ・避難所の混雑状況をリアルタイムで配信

平戸市 記載されていない。 平戸市

松浦市 記載されていない。 松浦市
可搬型自家発電機、パーテーション、エアーマット、段ボールベット等の整備のほか、避難場所を学校の体育
館から教室などエアコンが使用できる場所へ変更するなど、避難者の負担軽減策を講じている。

対馬市 記載されていない。 対馬市

壱岐市 記載されていない。 壱岐市

五島市 記載されていない。 五島市 県防災情報システム、長崎県防災ポータルで避難者数を表示

西海市 記載されていない。 西海市 ・避難所の混雑状況をリアルタイムで配信

雲仙市 記載されていない。 雲仙市 簡易ベッド、パーテーション、エアーマット等及び避難所用発電機を整備。

南島原市 記載されていない。 南島原市 避難所の電力対策として電気自動車を活用

長与町 記載されていない。 長与町

時津町 記載されていない。 時津町 特になし

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町 ・避難所の電力として電気自動車を活用

川棚町 記載されていない。 川棚町

波佐見町 記載されていない。 波佐見町
・波佐見町体育センターに空調機設置予定。
・医療的ケア児避難場所として、波佐見町役場を指定。

佐々町 記載されていない。 佐々町 飲料水、食料、簡易ベッド、パーテーション、エアーマット、非常用トイレを整備。

新上五島町 記載されていない。 新上五島町

②的確な水防活動のための取組

②－１　水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

②－１－ア　重要水防箇所の確認

○主な取組内容

○重要水防区域

長崎市 【重要水防区域】　４４河川　１４６，４７６ｍ（片岸距離） 長崎市 【重要水防区域】　４６河川

佐世保市 【重要水防区域】　３７河川　１６４，７５４ｍ（片岸距離） 佐世保市 【重要水防区域】　４６河川

・水防計画にて３１４河川１，３４４ｋｍ（片岸距離）を重要水防区域に位置づけている。（詳細は水防計画54～84、215～ペー
ジ記載）（県）（別添資料－６）
・出水期前に重要水防区域の確認及び主な冠水箇所や必要に応じて現地確認を行っている。（市町、県）

・水防計画にて重要水防区域を位置づけている。令和2年水防計画にて更新済み。（詳細は令和2年水防計画p64～に記
載）（県）
・出水期前に重要水防区域の確認。必要に応じて現地確認も行っている。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 18/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

島原市 【重要水防区域】　８河川　２３，７７６ｍ（片岸距離） 島原市 【重要水防区域】　８河川

諫早市 【重要水防区域】　４２河川　１９５，６２４ｍ（片岸距離） 諫早市 【重要水防区域】　一級水系　２８河川　，二級水系　２０河川,　準用河川　　３３河川

大村市 【重要水防区域】　１２河川　９３，１６８ｍ（片岸距離） 大村市 【重要水防区域】　１２河川

平戸市 【重要水防区域】　１３河川　４４，４３７ｍ（片岸距離） 平戸市 【重要水防区域】　１６河川

松浦市 【重要水防区域】　９河川　３６，８７８ｍ（片岸距離） 松浦市 【重要水防区域】　９河川

対馬市 【重要水防区域】　４５河川　１７３，９７６ｍ（片岸距離） 対馬市 【重要水防区域】　４５河川

壱岐市 【重要水防区域】　１４河川　６４，３７２ｍ（片岸距離） 壱岐市 【重要水防区域】　１６河川

五島市 【重要水防区域】　２０河川　６２，８７０ｍ（片岸距離） 五島市 【重要水防区域】　２３河川

西海市 【重要水防区域】　１２河川　５５，２４０ｍ（片岸距離） 西海市 【重要水防区域】　１５河川

雲仙市 【重要水防区域】　２２河川　７０，２７２ｍ（片岸距離） 雲仙市 【重要水防区域】　一級水系　８河川　，二級水系　１９河川

南島原市 【重要水防区域】　１８河川　５３，９２４ｍ（片岸距離） 南島原市 【重要水防区域】　２９河川

長与町 【重要水防区域】　３河川　２４，２４０ｍ（片岸距離） 長与町 【重要水防区域】　３河川

時津町 【重要水防区域】　２河川　７，９００ｍ（片岸距離） 時津町 【重要水防区域】　２河川

東彼杵町 【重要水防区域】　５河川　１８，４００ｍ（片岸距離） 東彼杵町 【重要水防区域】　７河川

川棚町 【重要水防区域】　３河川　３１，４１７ｍ（片岸距離） 川棚町 【重要水防区域】　３河川

波佐見町 【重要水防区域】　５河川　１９，４０９ｍ（片岸距離） 波佐見町 【重要水防区域】　１３河川

佐々町 【重要水防区域】　３河川　４６，９８０ｍ（片岸距離） 佐々町 【重要水防区域】　３河川

新上五島町 【重要水防区域】　６河川　１０，２１６ｍ（片岸距離） 新上五島町 【重要水防区域】　９河川

②－１－イ　水防資機材の整備等

○主な取組内容

○県が管理している水防倉庫

長崎振興局 江川水防倉庫（長崎市江川町１－３）　土のう袋４，６００袋他 長崎振興局 江川水防倉庫（長崎市江川町１－３）　土のう袋４，６００袋他

県北振興局 大野池野地区水防倉庫（佐世保市大野町２１８－５）　土のう袋９，２００袋他 県北振興局 大野池野地区水防倉庫（佐世保市大野町２１８－５）　土のう袋９，３００袋他

大瀬戸土木
維持出張所

大瀬戸土木維持出張所（西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷　土のう袋６００袋他
大瀬戸土木
維持出張所

大瀬戸土木維持管理事務所（西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷）　土のう袋５９０袋他

田平土木
維持出張所

田平土木維持出張所（平戸市田平町山内免８０８）　土のう袋１９０袋他
田平土木

維持出張所
田平土木維持管理事務所（平戸市田平町山内免８０８）　土のう袋１８０袋他

島原振興局 島原振興局（島原市片町４６５－１８）　土のう袋３，４００袋他 島原振興局 島原振興局（島原市片町４６５－１８）　土のう袋３，４００袋他

・県及び市町において、水防資機材の整備を行っている。その情報を共有、活用し適切な水防活動を行う。（市町、県）(別添
資料－６）
・毎年出水期前に水防資機材の確認・報告を行っている（水防計画139～149ページ記載）（市町、県）

・県及び市町において、水防資機材の備蓄を行っている。その情報を共有、活用し適切な水防活動を行う。（市町、県）
・毎年出水期前に水防資機材の確認・報告を行っている。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 19/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

県央振興局 東大川水防倉庫（諫早市貝津町１４２７）　土のう袋２，６００袋他 県央振興局 土師野尾ダム管理事務所（諫早市土師野尾町２０４４）　土のう袋１，３００袋他

五島振興局 五島振興局（福江市７－１）　土のう袋５７０袋他 五島振興局 福江ダム管理事務所（五島市吉田町１８１６）　土のう袋５７０袋他

上五島支所 県有水防倉庫（南松浦郡新上五島町有川郷１２９２）　土のう袋８００袋他 上五島支所 県有水防倉庫（南松浦郡新上五島町有川郷１２９２）　土のう袋８００袋他

壱岐振興局
壱岐市郷ノ浦本庁舎（壱岐市郷ノ浦町本村触５６２）、勝本庁舎（壱岐市勝本町西戸触１８２－５）、芦辺庁舎
（壱岐市芦辺町芦辺浦５６２）、石田庁舎（壱岐市石田町石田西触１２９０）　土のう袋７９０袋他

壱岐振興局 永田ダム管理事務所（壱岐市郷ノ浦町永田触９４６）　土のう袋３００袋他

対馬振興局 県有水防倉庫（対馬市峰町三根４５１）　土のう袋他２，２９２袋他 対馬振興局 県有水防倉庫（対馬市峰町三根４５１）　土のう袋２，２００袋他

○関係機関が実施している取組

長崎市 水防倉庫１箇所（土のう袋１２，４００袋他備蓄） 長崎市 水防倉庫4箇所（土のう袋５，２００袋他備蓄）

佐世保市 水防倉庫１７箇所（土のう袋３３，０７９袋他備蓄） 佐世保市 水防倉庫１７箇所（土のう袋約４２，０３００袋他備蓄）

島原市 水防倉庫１箇所（土のう袋７，８００袋他備蓄） 島原市 水防倉庫等２５箇所（土のう袋７，６００袋他備蓄）

諫早市 水防倉庫２３箇所（土のう袋２６，０２５袋他備蓄） 諫早市 水防倉庫２２箇所（土のう袋１９，０１３袋他備蓄）

大村市 水防倉庫１箇所（土のう袋１０，７１０袋他備蓄） 大村市 水防倉庫２箇所（土のう袋２６，５９０袋他備蓄）

平戸市 水防倉庫９箇所他（土のう袋１２，２５４袋他備蓄） 平戸市 水防倉庫９箇所他（土のう袋１２，２５４袋他備蓄）

松浦市 水防倉庫１箇所（土のう袋４，５００袋他備蓄） 松浦市 水防倉庫１箇所（土のう袋４，５００袋他備蓄）

対馬市 水防倉庫２箇所他（土のう袋３８，２６２袋他備蓄） 対馬市 水防倉庫２箇所他（土のう袋３８，２６２袋他備蓄）

壱岐市 水防倉庫７箇所（土のう袋４，０７０袋他備蓄） 壱岐市 水防倉庫７箇所（土のう袋４，０７０袋他備蓄）

五島市 水防倉庫７箇所（土のう袋６，８０３袋他備蓄） 五島市 水防倉庫１箇所（土のう袋2,600袋、ブルーシート90枚　他備蓄）

西海市 水防倉庫３箇所（土のう袋８，５００袋他備蓄） 西海市 水防倉庫２箇所（土のう袋８，５００袋他備蓄）

雲仙市 水防倉庫７箇所（土のう袋４，５００袋他備蓄） 雲仙市 水防倉庫７箇所（土のう袋１４，５００袋他備蓄）

南島原市 水防倉庫１０箇所（土のう袋３４，０００袋他備蓄） 南島原市 水防倉庫１０箇所（土のう袋１，１００袋他備蓄）

長与町 水防倉庫１箇所（土のう袋１，５００袋他備蓄） 長与町 水防倉庫１箇所（土のう袋１，５００袋他備蓄）

時津町 水防倉庫１箇所（土のう袋２，０００袋他備蓄） 時津町 水防倉庫１箇所（土のう袋２，０００袋他備蓄）

東彼杵町 水防倉庫１箇所他（土のう袋４，１００袋他備蓄） 東彼杵町 水防倉庫１箇所他（土のう袋５，０００袋他備蓄）

川棚町 水防倉庫１箇所（土のう袋２，０００袋他備蓄） 川棚町 水防倉庫１箇所（土のう袋３，０００袋他備蓄）

波佐見町 水防倉庫２箇所（土のう袋３，９００袋他備蓄） 波佐見町 水防倉庫２箇所（土のう袋１，９００袋他備蓄）

佐々町 水防倉庫１箇所（土のう袋１，２００袋他備蓄） 佐々町 水防倉庫１箇所（土のう袋１，２００袋他備蓄）

新上五島町 水防倉庫６箇所（土のう袋７，３５０袋他備蓄） 新上五島町 水防倉庫６箇所（土のう袋６，１５０袋他備蓄）

②－１－ウ　水防訓練の充実

○主な取組内容

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 20/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

・関係機関、住民等の参加による実践的な水防訓練について、検討・調整を図る（市町、県）
・関係機関が実施している避難訓練の実施状況や実施予定を共有。（市町、県）

・関係機関が実施している避難訓練の実施状況や実施予定を共有する。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 21/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

○関係機関が実施している取組

気象台 要請に応えて訓練に協力。 気象台 要請に応えて訓練に協力。

長崎県
長崎県総合防災訓練を毎年実施。
訓練の一部として、水防訓練や情報伝達訓練を実施している。

長崎県
長崎県総合防災訓練を毎年実施（今年度は5月25日に長崎市で実施）。
洪水対応演習を毎年実施（今年度は5月10日～11日）
訓練の一部として、水防訓練や情報伝達訓練を実施している。

長崎市 総合防災訓練を毎年実施。 長崎市 今後、水防訓練の実施を検討。

佐世保市
佐世保市総合防災訓練の訓練項目の一つとして消防団による水防訓練を実施。
地域型の防災訓練で関係する地区において河川氾濫を想定した避難訓練を実施。

佐世保市 地域型の防災訓練で関係する地区において河川氾濫を想定した避難訓練を数年に１回実施。

島原市
職員に対する動員訓練の実施。消防団による市の避難訓練時における市民の避難誘導を実施。
関係機関等との総合的な水防工法訓練の実施を検討。

島原市 毎年5月（出水期前など）に職員による応急対策訓練(土のう積等）を実施

諫早市 総合防災訓練を毎年実施。 諫早市 年１回の市防災訓練の中で土のう積み等水防に関する訓練を実施。

大村市 毎年出水期前に水防訓練を実施。 大村市 毎年出水期前に水防訓練を実施。

平戸市 ２年に１度の市総合防災訓練等において土のう積みなどの水防に関する訓練を実施。 平戸市 ２年に１度の市総合防災訓練等において土のう積みなどの水防に関する訓練を実施。

松浦市 今後、水防訓練の実施を検討。 松浦市 今後、水防訓練の実施を検討。

対馬市 今後、水防訓練の実施を検討。 対馬市 水防訓練の実施実績無し

壱岐市 ２年に１度の市防災訓練の中で土のう積みなどの水防に関する訓練を実施している。 壱岐市 ２年に１度の市防災訓練の中で土のう積みなどの水防に関する訓練を実施している。

五島市 総合防災訓練にて、土のう積みや土のう作りなどの水防訓練を実施。 五島市 自主防災組織（町内会単位）での土のうづくり訓練を実施

西海市
消防団員に対し、土のう積み等水防に関する訓練を実施。
今後、消防団員に対し、水防訓練を実施。

西海市 消防団員に対し、土のう積み等水防に関する訓練を実施。

雲仙市 今後、水防訓練の実施を検討。 雲仙市 市防災訓練の中で消防団員による土のう積み工訓練を実施。

南島原市
各地区消防団訓練等を通じ土のう積み等水防に関する訓練を実施。
今後防災訓練の中で水防に関する訓練を検討する。

南島原市
各地区消防団訓練等を通じ土のう積み等水防に関する訓練を実施。
今後防災訓練の中で水防に関する訓練を検討する。

長与町 消防団全体による土のう積み工法訓練を実施。 長与町 河川氾濫等を想定し、消防団全体による土のう積み工法訓練を数年に１回実施。

時津町 消防団員の訓練において、土のう積みや土のう作りなどの水防訓練を実施。 時津町 消防団員の訓練において、土のう積みや土のう作りなどの水防訓練を実施。

東彼杵町 毎年5月末頃に消防団で毎年水防訓練を実施している。 東彼杵町 毎年出水期前に消防団で土のう積み等水防訓練を実施している。

川棚町 今後、水防訓練の実施を検討。 川棚町 ５年に１度消防団で水防訓練を実施している。

波佐見町 毎年出水期前（６月頃）水防訓練を実施。 波佐見町 消防団員の訓練において、土のう積みや土のう作りなどの水防訓練を実施。

佐々町 今後、水防訓練の実施を検討。 佐々町 水防訓練（土嚢積み訓練）の実施を検討。

新上五島町 今後、水防訓練の実施を検討。 新上五島町 今後、水防訓練の実施を検討。

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 22/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

②－１－エ　水防に関する広報の充実

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

長崎市 記載されていない。 長崎市 必要に応じ消防団員確保のための広報を実施

佐世保市 記載されていない。 佐世保市 必要に応じ消防団員確保のための広報を実施

島原市 記載されていない。 島原市 必要に応じ消防団員確保のための広報を実施

諫早市 記載されていない。 諫早市
消防団員数の減少により、今後の活動が懸念されたことから、将来的な組織体制を確保するため、R5から組
織再編後の新体制にて活動実施。また、.SNS等を活用した新入団員勧誘のための広報や必要に応じ消防団
員確保のための広報を実施。

大村市 記載されていない。 大村市 必要に応じ消防団員確保のための広報を実施

平戸市 記載されていない。 平戸市 必要に応じ消防団員確保のための広報を実施

松浦市 記載されていない。 松浦市 必要に応じ消防団員確保のための広報を実施

対馬市 記載されていない。 対馬市 消防団は全行政区に配備されているが、自主防災組織数が少ない。自主防災組織率の向上を図る。

壱岐市 記載されていない。 壱岐市 必要に応じ消防団員確保のための広報を実施

五島市 記載されていない。 五島市 必要に応じ消防団員確保のための広報を実施

西海市 記載されていない。 西海市 消防団員が不足。必要に応じ消防団員確保のための広報を実施。

雲仙市 記載されていない。 雲仙市 消防団員が不足。必要に応じ消防団員確保のための広報を実施。

南島原市 記載されていない。 南島原市 消防団員が不足。必要に応じ消防団員確保のための広報を実施。

長与町 記載されていない。 長与町 様々な方法（県補助を活用しての消防団員募集等）を実施。条例定数に近い数の消防団員を確保している。

時津町 記載されていない。 時津町 定員に達していない消防団については随時消防団員の募集を行っている。

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町
消防団員の確保が年々難しくなってきており、消防団を中心に勧誘活動を実施している。各種イベントで消防
団PR活動を実施。

川棚町 記載されていない。 川棚町 消防団員の実人数が定数より不足しているため町独自に消防団員募集を実施。

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 年々消防団員（実働可能な団員）の加入が難しくなっており、町独自に消防団員募集を実施している。

佐々町 記載されていない。 佐々町 消防団員が不足。必要に応じ消防団員確保のための広報を実施。

新上五島町 記載されていない。 新上五島町 消防団員が不足。必要に応じ消防団員確保のための広報を実施。

・県内の消防機関や市町からの情報提供可能なHPの開設。「消防団充実強化対策」の実施。（県）
・消防団員の確保が年々困難になってきており、消防団員の不足が生じてきている。そのため、関係機関それぞれが消防
団員確保、自主防災組織等に関する広報を必要に応じ実施。（市町）

・県内の消防機関や市町からの情報提供可能なHPの開設。「消防団充実強化対策」の実施。（県）
・消防団員の確保が年々困難になってきており、消防団員の不足が生じてきている。そのため、関係機関それぞれが消防
団員確保、自主防災組織等に関する広報を必要に応じ実施している。（市町）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 23/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

②－１－オ　消防団間での連携、協力に関する検討

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

長崎市 市内に７０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 長崎市 市内に７０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

佐世保市 市内に６０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 佐世保市 市内に５９の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

島原市 市内に２４の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 島原市 市内に２４の消防団分団を配置。消防団分団間の広域な連携も検討。

諫早市 市内に７６の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 諫早市 市内に２０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

大村市 市内に１５の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 大村市 市内に１５の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

平戸市 市内に３０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 平戸市 市内に３０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

松浦市 市内に２７の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 松浦市 市内に２４の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

対馬市 市内に５８の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 対馬市 市内に４６の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

壱岐市 市内に３２の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 壱岐市 市内に２９の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

五島市 市内に３０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 五島市 市内に２９の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

西海市 市内に５７の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 西海市 市内に５７の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

雲仙市
市内に６４の消防団分団を配置。定期的に幹部会議の開催や訓練等を実施し消防団分団間の連携も図って
いる。

雲仙市
市内に６４の消防団分団を配置。定期的に幹部会議の開催や訓練等を実施し消防団分団間の連携も図って
いる。

南島原市
市内に８の消防団分団を配置。定期的に幹部会議の開催や訓練等を実施し消防団分団間の連携も図ってい
る。

南島原市
市内に８の消防団分団を配置。定期的に幹部会議の開催や訓練等を実施し消防団分団間の連携も図ってい
る。

長与町 町内に１０の消防団分団を配置。定期的に会議を行い、情報の共有等も行っている。 長与町 町内に１０の消防団分団を配置。定期的に会議を行い、情報の共有等も行っている。

時津町 町内に１０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 時津町 町内に１０の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

東彼杵町 町内に８の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 東彼杵町 町内に８の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

川棚町
町内に７の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も行っている。近隣市町及び県北区域との応援協定を
結んでいる。

川棚町
町内に７の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も行っている。近隣市町及び県北区域との応援協定を
結んでいる。

波佐見町 町内に９の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。 波佐見町 町内に９の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている。

佐々町 町内に７の消防団分団を配置。近隣市町との連携協力体制は整備されていない。 佐々町 町内に７の消防団分団を配置。消防団分団間の連携も図っている

新上五島町 町内に５６の消防団を配置。消防団間の連携も図っている。 新上五島町 町内に５６の消防団を配置。消防団間の連携も図っている。

・すべての関係機関が消防団による水防活動を実施。
・県内６５８の消防団分団による水防活動がなされ、分団間の連携も図っている。（市町）

・すべての関係機関が消防団による水防活動を実施している。
・県内５８２の消防団分団による水防活動がなされ、分団間の連携も図っている。（市町）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 24/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

②－２　市町庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

②－２－ア　災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達の充実

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

長崎市
【災害拠点病院】　長崎大学病院、長崎港メディカルセンター、済生会長崎病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

長崎市
【災害拠点病院】　長崎大学病院、長崎みなとメディカルセンター、済生会長崎病院、日本赤十字社長崎原爆
病院
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

佐世保市
【災害拠点病院】　佐世保市総合医療センター、北松中央病院、長崎労災病院（地域防災計画162ページ記
載）。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

佐世保市
【災害拠点病院】　佐世保市総合医療センター、北松中央病院、長崎労災病院（地域防災計画192ページ記
載）。

島原市
【災害拠点病院】　長崎県島原病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

島原市 【災害拠点病院】　長崎県島原病院。浸水想定区域外。

諫早市
【災害拠点病院】　諫早総合病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域内。情報伝達方法については今後検討する。

諫早市
【災害拠点病院】　諫早総合病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域内。特別の対応を講じていない。

大村市
【災害拠点病院】　長崎医療センター。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

大村市
【災害拠点病院】　長崎医療センター。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

平戸市 記載されていない。 平戸市
【災害拠点病院】　長崎医療センター。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

松浦市 記載されていない。 松浦市
【災害拠点病院】　長崎医療センター。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

対馬市
【災害拠点病院】　対馬病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

対馬市
【災害拠点病院】　対馬病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

壱岐市
【現状】　壱岐病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

壱岐市
【現状】　壱岐病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域外

五島市
【現状】　五島中央病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

五島市
【現状】　五島中央病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域外

西海市 記載されていない。 西海市
【災害拠点病院】長崎医療センター（地域防災計画57ページ）
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

雲仙市 記載されていない。 雲仙市
【現状】　公立新小浜病院病院と愛野記念病院を救急告示病院として位置づけ。（地域防災計画資料編61
ページ）
【主な（今後の）取組】　浸水ハザードマップの配布

南島原市 記載されていない。 南島原市 現状、浸水想定区域外（未指定）なので検討必要なし。

長与町 記載されていない。 長与町 指定なし

時津町 記載されていない。 時津町 指定なし

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町 指定なし

川棚町 記載されていない。 川棚町 指定なし

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 指定なし

佐々町 記載されていない。 佐々町 指定なし

・県が災害拠点病院として９市１３施設を指定。（県）
・県が作成した計画規模の降雨に対する浸水想定区域図９市町１３河川を提供済み。（県）（別添資料－２）
・平成３３年度までに２０市町２７河川について想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図を作成、周知を図る。（県）（別
添資料－２）
・浸水想定区域図作成後速やかに浸水想定区域内の災害拠点病院に情報提供。（市町、県）

・県が災害拠点病院として９市１３施設を指定。（県）
・県が作成した計画規模の降雨に対する浸水想定区域図２０市町２９河川を令和２年度までに提供済み。（県）
・２０市町３７６河川について想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図の周知を図る。（県）
・浸水想定区域図作成後速やかに浸水想定区域内の災害拠点病院に情報提供。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 25/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

新上五島町
【現状】　上五島病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

新上五島町
【現状】　上五島病院。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に合わせて対応を検討。

②－２－イ　洪水時の市町庁舎等の機能確保のための対策の充実

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

長崎県
【現状】　県央振興局庁舎が本明川浸水想定区域図内にある。
【主な（今後の）取組】　庁舎機能確保のための浸水対策について検討する。

長崎県
【現状】　県央振興局庁舎が本明川浸水想定区域図内にある。
【主な（今後の）取組】　庁舎機能確保のための浸水対策について検討する。

長崎市
【現状】　浸水想定区域外なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

長崎市

【現状】　市役所庁舎周辺が浸水想定区域内（０．５ⅿ未満）
【主な（今後の）取組】　庁舎自体を１ⅿ程度嵩上げしており、地下駐車場入り口には浸水対策として防潮版を
設置している。また、非常用電源設備等を備えた機械室を６階に設けており、庁舎機能を維持できようにして
いる。

佐世保市
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。庁舎については、耐震化工事、非常用電源設置
（地上）済み。

佐世保市
【現状】　市役所庁舎が浸水想定区域内（０．５ⅿ未満）
【主な（今後の）取組】　1階以上は嵩上げされているので浸水はないと考えるが、地下部分についての対策が
必要。

島原市
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

島原市
【現状】　市役所庁舎が浸水想定区域内(0.3ｍ～0.5ｍ未満)。庁舎建て替えの際に、嵩上し対応済み。
【主な（今後の）取組】　なし

諫早市
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域内。
【主な（今後の）取組】　非常用電源を庁舎屋上に配置するなど、庁舎機能の維持に関する措置を講じている。

諫早市
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域内。
【主な（今後の）取組】　非常用電源を庁舎屋上に配置するなど、庁舎機能の維持に関する措置を講じている。

大村市
【現状】　浸水想定区域外なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

大村市
【現状】　浸水想定区域外なため検討なし。
【主な（今後の）取組】

平戸市
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。非常用電源を２階に整備済み。

平戸市
【現状】　浸水想定区域外のため検討なし。
【主な（今後の）取組】

松浦市
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域内（浸水深0.5m未満）。
【主な（今後の）取組】　非常用電源については整備済み。

松浦市
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域内（浸水深1.0～3.0m）。
【主な（今後の）取組】　非常用発電機を庁舎５階に設置し浸水対策を講じている。また、代替拠点施設を松浦
市消防本部消防署としている。

対馬市
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

対馬市
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域外。（土砂災害警戒区域あり）
【主な（今後の）取組】

壱岐市
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

壱岐市
【現状】　浸水想定区域外
【主な（今後の）取組】

五島市
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

五島市
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域内。
【主な（今後の）取組】　防災システム等の機器は上層階に設置済み

西海市
【現状】　浸水想定区域外なので検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

西海市
【現状】　浸水想定区域外なので検討なし。
【主な（今後の）取組】

雲仙市
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

雲仙市
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域外。
【主な（今後の）取組】

南島原市
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

南島原市
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域内（浸水深0.3～0.5m）。
【主な（今後の）取組】　検討する。

長与町
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

長与町
【現状】　庁舎は浸水想定区域内。
【主な（今後の）取組】　業務継続計画作成済み。

時津町
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

時津町
【現状】　浸水想定区域外
【主な（今後の）取組】

・県が作成した計画規模の降雨に対する浸水想定区域図９市町１３河川を提供済み。（県）（別添資料－２）
・平成３３年度までに２０市町２７河川について想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図を作成、周知を図る。（県）（別
添資料－２）
・浸水想定区域図作成後速やかに庁舎機能確保のための方策を検討。（市町、県）

・県が作成した計画規模の降雨に対する浸水想定区域図２０市町２９河川を令和２年度までに提供済み。（県）
・２０市町３７６河川について想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図の周知を図る。（県）
・浸水想定区域図作成後速やかに庁舎機能確保のための方策を検討。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 26/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

東彼杵町
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。業務継続計画作成済み。

東彼杵町
【現状】　市役所庁舎は浸水想定区域内（浸水深0.5～1.0m）。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。業務継続計画作成済み。

川棚町
【現状】　役場庁舎は浸水想定区域内。
【主な（今後の）取組】防災システム等の機器は上層階に設置済み。非常用電源の整備は今後検討。業務継
続計画未策定のため今後策定予定。

川棚町
【現状】　役場庁舎は浸水想定区域内。
【主な（今後の）取組】防災システム、非常用電源等の機器は上層階に設置済み。

波佐見町
【現状】　本庁舎は浸水想定区域外のため検討なし。
【主な（今後の）取組】　太陽光発電機等非常用電源整備済み。

波佐見町
【現状】　役場庁舎は浸水想定区域外。
【主な（今後の）取組】

佐々町
【現状】　役場庁舎は浸水想定区域内。
【主な（今後の）取組】　非常用自家発電機は整備済み。庁舎機能確保計画については検討中。

佐々町
【現状】　町役場庁舎は浸水想定区域内（浸水深3～5m）。
【主な（今後の）取組】　非常用自家発電機は整備済み。

新上五島町
【現状】　浸水想定区域図が未作成なため検討なし。
【主な（今後の）取組】　浸水想定区域図作成に併せて検討。

新上五島町
【現状】　町役場庁舎は浸水想定区域内（浸水深0.3～0.5m）。
【主な（今後の）取組】　業務継続計画作成済み。

②－２－ウ　大規模工場等の自衛水防に係る取組の推進

○主な取組内容

③氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

③－ア　排水施設、排水資機材の運用方法の改善及び排水施設の整備等

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

長崎市 記載されていない。 長崎市 なし

佐世保市
【現状】　ポンプ場６箇所を整備、外部委託によって操作・点検を行っている。（日野川）日野ポンプ場、日野第
２ポンプ場、（佐々川）小島ポンプ場、新田ポンプ場、（つづら川）田原ポンプ場、（その他）港町ポンプ場

佐世保市
【現状】　ポンプ場６箇所を整備、自動運転や外部委託によって操作・点検を行っている。（日野川）日野ポンプ
場、日野第２ポンプ場、（佐々川）小島ポンプ場、新田ポンプ場、（つづら川）田原ポンプ場、（その他）港町ポン
プ場、可搬式排水ポンプ1台（当面は田原ポンプ場の補完的運用）

島原市
【現状】　高潮災害が予想される白水川下流域の有馬船津地区において排水器材（ポンプ、排水門等）の整備
を検討。

島原市
【現状】　高潮災害が予想される地区（船津地区）においてR４年度、排水ポンプの整備が完了、同様な地区
（新田地区）において排水ポンプの整備を実施中。

諫早市
【現状】　排水機場１箇所、ポンプ場１１ケ所、移動ポンプ１４台を所有し、自動運転や外部委託によって操作・
点検を実施している。

諫早市
【現状】　排水機場１箇所、ポンプ場１１ケ所、移動ポンプ９台を所有し、自動運転や外部委託によって操作・点
検を実施している。
【課題】　施設の老朽化、ポンプの操作人の確保が課題。老朽化や操作性に対する施設更新を検討中。

大村市 記載されていない。 大村市 なし

平戸市 記載されていない。 平戸市 なし

松浦市 【現状】可搬ポンプ車を代用 松浦市 【現状】　（志佐川）ポンプ場　５箇所

対馬市 記載されていない。 対馬市 なし

壱岐市 記載されていない。 壱岐市 なし

五島市 記載されていない。 五島市 なし

・浸水想定区域図内にある大規模工場等の立地状況を確認し情報を共有する。（市町、県）
・市町地域防災計画に定められた大規模工場等について、作成状況、訓練の実施状況を確認、共有する。（市町）

・浸水想定区域図内にある大規模工場等の立地状況を確認し情報を共有する。（市町、県）
・市町地域防災計画に定められた大規模工場等について、作成状況、訓練の実施状況を確認、共有する。（市町）

・関係機関が所有する排水施設、排水資機材について情報共有し、必要に応じ応援体制を検討する。（市町、県） ・関係機関が所有する排水施設、排水資機材について情報共有し、必要に応じ応援体制を検討する。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 27/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

西海市 記載されていない。 西海市 なし

雲仙市 記載されていない。 雲仙市 なし

南島原市 記載されていない。 南島原市 なし

長与町 記載されていない。 長与町 なし

時津町 記載されていない。 時津町 なし

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町 なし

川棚町 記載されていない。 川棚町 なし

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 なし

佐々町 【現状】　ポンプ場１箇所を整備。（佐々川）大新田第二排水ポンプ場。 佐々町 なし

新上五島町 記載されていない。 新上五島町 なし

③－イ　浸水被害軽減区域の指定

○主な取組内容

○関係機関が実施している取組

長崎市 記載されていない。 長崎市 特になし

佐世保市 記載されていない。 佐世保市 特になし

島原市 記載されていない。 島原市 特になし

諫早市 記載されていない。 諫早市 特になし

大村市 記載されていない。 大村市 特になし

平戸市 記載されていない。 平戸市 特になし

松浦市 記載されていない。 松浦市 特になし

対馬市 記載されていない。 対馬市 特になし

壱岐市 記載されていない。 壱岐市 特になし

五島市 記載されていない。 五島市 特になし

・浸水被害軽減地区の検討に必要な地形データや氾濫シミュレーションデータを提供。（県）
・水防管理者は必要に応じ浸水被害軽減地区の指定について検討を行う。（市町）
・現状指定予定なし。

・浸水被害軽減地区の検討に必要な地形データや氾濫シミュレーションデータを提供。（県）
・水防管理者は必要に応じ浸水被害軽減地区の指定について検討を行う。（市町）
・現状指定予定なし。

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 28/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

西海市 記載されていない。 西海市 特になし

雲仙市 記載されていない。 雲仙市 特になし

南島原市 記載されていない。 南島原市 必要に応じて検討

長与町 記載されていない。 長与町 必要に応じて検討

時津町 記載されていない。 時津町 特になし

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町 特になし

川棚町 記載されていない。 川棚町 特になし

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 特になし

佐々町 記載されていない。 佐々町 特になし

新上五島町 記載されていない。 新上五島町 必要に応じて検討

④その他

④－ア　災害時及び災害復旧に対する支援強化

○関係機関が共同で行っている取組

○市町が独自に実施している取組

長崎市 記載されていない。 長崎市 特になし

佐世保市 記載されていない。 佐世保市 特になし

島原市 記載されていない。 島原市 特になし

諫早市 記載されていない。 諫早市 特になし

大村市 記載されていない。 大村市 特になし

平戸市 記載されていない。 平戸市 特になし

松浦市 記載されていない。 松浦市 特になし

対馬市 記載されていない。 対馬市 特になし

壱岐市 記載されていない。 壱岐市 特になし

五島市 記載されていない。 五島市 特になし

・台風説明会等の実施。災害対策本部への職員派遣・駐在。災害支援資料等の提供（気象台）
・大規模災害時に国へのTEC-FORCEの派遣依頼。（市町、県）
・国が実施する研修、訓練などに参加し、災害対応にあたる人材育成を必要に応じて検討。（市町、県）

・台風説明会等の実施。災害対策本部への職員派遣・駐在。災害支援資料等の提供。（気象台）
・大規模災害時に国へのTEC-FORCEの派遣依頼。（市町、県）
・大規模災害時初動応援職員派遣制度により災害直後の初動業務を支援。（県）
・国が実施する研修、訓練などに参加し、災害対応にあたる人材育成を必要に応じて検討。（市町、県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 29/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

西海市 記載されていない。 西海市 特になし

雲仙市 記載されていない。 雲仙市 特になし

南島原市 記載されていない。 南島原市 必要に応じ検討

長与町 記載されていない。 長与町 特になし

時津町 記載されていない。 時津町 特になし

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町 特になし

川棚町 記載されていない。 川棚町 必要に応じ検討

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 特になし

佐々町 記載されていない。 佐々町 必要に応じ検討

新上五島町 記載されていない。 新上五島町 必要に応じ検討

④－イ　災害情報の共有体制の強化

○関係機関が共同で行っている取組

○市町が独自に実施している取組

長崎市 記載されていない。 長崎市 特になし

佐世保市 記載されていない。 佐世保市 特になし

島原市 記載されていない。 島原市 特になし

諫早市 記載されていない。 諫早市 特になし

大村市 記載されていない。 大村市 特になし

平戸市 記載されていない。 平戸市 特になし

松浦市 記載されていない。 松浦市 特になし

対馬市 記載されていない。 対馬市 特になし

壱岐市 記載されていない。 壱岐市 特になし

五島市 記載されていない。 五島市 五島市災害情報システムによる被災情報等の一元管理

西海市 記載されていない。 西海市 特になし

雲仙市 記載されていない。 雲仙市 特になし

南島原市 記載されていない。 南島原市 必要に応じ検討

・県防災ポータルによる災害情報の掲出。（市町、県）
・長崎県地図作成支援システムを活用した災害情報収集方法の検討。（県）

・県防災ポータルによる災害情報の掲出。（市町、県）
・長崎県地図作成支援システムを活用した災害情報収集方法の検討。（県）

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 30/31



（左表　第1期当初：H30.3月時点） （右表　第1期末：R7.1月時点）　　

長与町 記載されていない。 長与町 特になし

時津町 記載されていない。 時津町 特になし

東彼杵町 記載されていない。 東彼杵町 特になし

川棚町 記載されていない。 川棚町 必要に応じ検討

波佐見町 記載されていない。 波佐見町 特になし

佐々町 記載されていない。 佐々町 必要に応じ検討

新上五島町 記載されていない。 新上五島町 必要に応じ検討

※赤字はH30.3月から内容を更新した箇所。 31/31


